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午前10時０分開議 

 

出 席 議 員（35名） 

１番 河 野 通 博 （みやざき未来灯） 

２番 永 山 敏 郎 （県民連合立憲） 

３番 今 村 光 雄 （公明党宮崎県議団） 

４番 工 藤 隆 久 （  同  ） 

５番 山 内 いっとく （宮崎県議会自由民主党） 

６番 山 口 俊 樹 （  同  ） 

７番 下 沖 篤 史 （  同  ） 

８番 齊 藤 了 介 （  同  ） 

９番 黒 岩 保 雄 （  同  ） 

10番 渡 辺 正 剛 （  同  ） 

13番 外 山   衛 （  同  ） 

14番 脇 谷 のりこ （未来への風） 

15番 松 本 哲 也 （県民連合立憲） 

16番 坂 本 康 郎 （公明党宮崎県議団） 

17番 重 松 幸次郎 （  同  ） 

18番 野 﨑 幸 士 （宮崎県議会自由民主党） 

19番 佐 藤 雅 洋 （  同  ） 

20番 内 田 理 佐 （  同  ） 

21番 川 添   博 （  同  ） 

22番 荒 神   稔 （  同  ） 

23番 日 高 博 之 （  同  ） 

24番 福 田 新 一 （  同  ） 

25番 本 田 利 弘 （  同  ） 

27番 図 師 博 規 （無所属の会 チームひむか） 

28番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団） 

29番 井 本 英 雄 （自民党同志会） 

30番 岩 切 達 哉 （県民連合立憲） 

31番 中 野 一 則 （宮崎県議会自由民主党） 

32番 濵 砂   守 （ 同 ） 

33番 安 田 厚 生 （ 同 ） 

34番 坂 口 博 美 （ 同 ） 

35番 山 下   寿 （  同  ） 

36番 山 下 博 三 （  同  ） 

37番 二 見 康 之 （  同  ） 

39番 日 髙 陽 一 （  同  ） 
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令和７年12月１日(月)

◎ 一般質問

○外山 衛議長 これより本日の会議を開きま

す。

 本日の日程は一般質問であります。

 ただいまから一般質問に入ります。まず、松

本哲也議員。

○松本哲也議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。県民連合立憲の松本哲也でございま

す。12月に入りました。月の最初でございま

す。元気よく頑張ってまいりたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

 大相撲九州場所は、関脇安青錦が優勝を飾り

まして、場所後に大関昇進が決まりました。彼

の快進撃が、戦禍が長引く母国ウクライナや世

界各地に避難している人たちを励ます強いメッ

セージとなることを願っております。心から一

日も早い紛争の終結を願っているものでありま

す。

また、延岡市出身の新十両日向丸は、「ひむ

か」と読むしこ名に、ふるさと宮崎を思う気持

ちが表れていると思っています。奮起され、今

後、土俵を沸かせる活躍を期待しています。

 優勝力士への宮崎県知事賞、宮崎牛１頭分。

力士も宮崎牛も、大相撲では宮崎を宣伝してい

ます。４日は宮崎場所が開催されます。県民を

挙げて応援して、盛り上げていきたいと思いま

す。

 伝統を重んじる大相撲、女性は土俵に上がれ

ません。外国人も活躍する国技です。伝統を大

切にし、多様性の時代に適応していただくこと

を願っています。国籍や性、障がいの有無、ま

た価値観や生き方などにかかわらず、互いの多

様な違いを尊重し、受容し合える世の中である

ことを強く願っています。

 それでは、平和、人権、環境を柱に一般質問

を行ってまいります。よろしくお願いいたしま

す。

 先日、令和８年度の重点施策の推進方針が示

されました。年々深刻化する少子高齢化や人口

減少などから、本県を取り巻く状況は厳しさを

増しているとありました。令和９年に本県の人

口は100万人を割り込む見込みであり、これか

らも人口減少は続くとの見通しです。このこと

から、今後の方向性として、「人口減少のス

ピードの「緩和」」と「縮小する人口規模への

「適応」」という新たな視点を取り入れて、取

組に着手されるようです。

 私は今回の「適応」という視点に大きな関心

が湧きました。これまでの人口減少という課題

への対策からしますと、「抑制」や「強化」な

どに代表される表現が多く、どちらかといえば

ポジティブなイメージの発信であったと受け止

めています。しかし、この「適応」は、これま

でとは大きく異なると私は感じました。この視

点がどのようにして取り入れられたのか、そし

て、その背景や決定の経緯など、丁寧な説明が

求められると考えます。今後の方向性を示した

この新たな視点を、県内の市町村と共有して、

ベクトルを同じくすることが肝要であると考え

ます。

 知事にお尋ねいたします。今後の人口減少対

策として、「縮小する人口規模への「適応」」を

進めていく上では、市町村との連携がより重要

になると考えますが、知事の認識をお伺いいた

します。

 以上で壇上からの質問を終わり、以後は質問

者席から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。
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 本県人口は、当面減少傾向が続く見通しの

中、その現実をしっかりと受け止めた上で、こ

の先も将来にわたって地域の暮らしを守ってい

くため、今後の対策の新たな方向性として、

「縮小する人口規模への「適応」」を掲げたと

ころであります。

 私自身、機会あるごとに県内各地へ足を運

び、市町村長や県民の皆様との対話を重ねる中

で、県内都市部と中山間地域では、人口や産業

構造はもとより、直面する課題や対策の優先度

が異なることを身を持って感じております。

まずは、目指すべき方向性や姿を市町村と十

分に共有することが何よりも重要と考えており

ます。

 また、人口減少は自治体経営にも深刻な影響

を及ぼしており、職員や税収の確保等がますま

す困難となる中、様々な行政ニーズに対応して

いくためには、市町村間での連携促進や市町村

が担えない部分の補完など、広域自治体として

県が検討すべき課題もあるものと認識しており

ます。

 私としましては、持続可能な暮らし・産業づ

くりの実現に向けて、今後とも市町村との連携

をより強固にしながら、住民生活に欠かせない

サービスの維持充実や、地域の強みを生かした

産業振興に力を尽くしてまいります。以上であ

ります。〔降壇〕

○松本哲也議員 環境に適応すること、進化論

を思いました。適応して、生き残り、進化が起

こる。これから縮小する人口規模への適応がで

きたとき、様々な分野において選ばれる宮崎と

なって、安心と希望あふれる宮崎へと進化して

いくと信じております。力強く進めていただく

ことを期待しております。

 物価高が収まらない中、医療関係者の方々か

ら「病院経営が厳しい」「何か支援はできない

でしょうか」などと声が寄せられました。本県

に限ったことではなく、全国においても同様の

声があるようです。

 先日、厚生労働省が公表しました医療経済実

態調査によりますと、国公立や民間を含めた一

般病院の約６割が赤字でありました。その理由

は、医療資機材や光熱水費などの物件費や人件

費、ほかにも患者数の減少などであるようで

す。極めて深刻な状況と言えます。診療報酬の

引上げは避けられないわけですが、そのことに

よって自己負担や社会保険料への影響がありま

すので、簡単にはいかないと考えます。

 福祉保健部長に、医療機関に対する経営支援

の取組と今後の対策についてお伺いいたしま

す。

○福祉保健部長（小牧直裕君） 医療機関に対

する経営支援については、令和６年度予算を繰

り越した物価高騰対策緊急支援金の交付に引き

続き、現在、令和７年６月補正予算で措置いた

しました医療施設等経営緊急支援事業におい

て、対象医療機関に対し補助金の交付を進めて

おります。

 しかしながら、医療機関の経営は依然として

厳しい状況にありますので、県としましては、

経営の安定化等に向けた緊急的な財政支援や診

療報酬の改定を行うよう国に対して強く要望す

るとともに、先般、閣議決定した総合経済対策

に基づき編成される補正予算の内容を注視し、

必要な支援を速やかに実施してまいります。

○松本哲也議員 県として独自にとはならない

と思いますけれども、医療体制の維持が困難と

なるおそれもあることなど厳しい現状に加え

て、改定議論が本格化する来年の診療報酬改定

については、国へ強く要望していただきたいと
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思います。

 では次に、周産期医療体制についてお尋ねし

ます。

 本県の第８次医療計画によりますと、令和５

年４月現在、県内で分娩可能な施設は、病院・

診療所が25施設、助産所３施設の合計28施設と

なっております。産婦人科医師は令和２年12月

末現在で106人となっており、平均年齢は50.9

歳です。県内４つの周産期医療圏においても、

医師の数や年齢に差があるようです。また、計

画に掲げている課題に基づき、令和11年度の目

標達成に向けて、様々な施策に取り組んでいる

ことと思います。

 先ほど触れましたが、この計画における施設

数や医師数、また少子化による出生の減少を含

め、現状を適切に把握しておくことはとても重

要なことであると考えます。

 福祉保健部長に、県内の周産期医療体制の現

状についてお伺いいたします。

○福祉保健部長（小牧直裕君） 本県の周産期

医療体制は、県北、県央、県西、県南の４つの

医療圏において、それぞれ分娩取扱施設と周産

期母子医療センター等が連携し、通常分娩から

ハイリスク分娩まで対応可能な体制を構築して

おります。このような体制整備と医療関係者の

御尽力により、母子保健の指標である本県の周

産期死亡率は、全国的に見て低い水準を維持し

ております。

 一方で、通常の分娩を支える産科開業医の平

均年齢は、令和５年８月末時点で62.7歳と高齢

化が進んでいることや、分娩数の減少、物価高

騰等により、分娩取扱施設を取り巻く環境は厳

しい状況にあると認識しております。

○松本哲也議員 県の医療計画における「安定

的な産婦人科医等の育成・確保」において、

「医療機関・機能の集約化・重点化など、産科

及び小児科の周産期医療圏における医師偏在対

策の検討」が施策の方向として示されていま

す。

 県内の現状からは、今後さらに医師の高齢化

が進み、その後継者問題に加えて、助産師・看

護師の不足が進みますと、分娩空白の市町村・

周産期医療圏となる可能性を秘めています。今

後、安心して出産できる体制が維持できるのか

危惧するところです。

 厚生労働省も出生数の減少に伴って、分娩取

扱施設数の減少が続く中に、令和６年度から開

始した第８次医療計画において、都道府県に対

し、周産期母子医療センターを基幹とした集約

化・重点化や医療機関ごとの役割分担を進める

ことなどを求めています。

 再度、福祉保健部長にお尋ねします。持続可

能な周産期医療体制に向けて、県はどのように

取り組んでいくのかお伺いいたします。

○福祉保健部長（小牧直裕君） 周産期医療

は、母と子の命を守る、かけがえのない医療で

ありますが、分娩数の減少や担い手不足など、

様々な課題があると認識しております。

 このため県では、医師等の確保や分娩のリス

クに応じた役割分担など、分娩取扱施設の支援

に取り組んでおります。

 現在、国においても、ワーキンググループの

中で、地域の実情に応じた集約化と役割分担等

に関する議論が進められており、今年度中に一

定の方向性が取りまとめられる方針であること

から、国の動向を踏まえ、宮崎県周産期医療協

議会等の場で議論しながら、引き続き、持続可

能な周産期医療体制の構築に努めてまいりま

す。

○松本哲也議員 厚生労働省は来年度、「無痛
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分娩を含めた地域連携周産期医療体制モデル事

業」を概算要求しています。国も具体的に動き

出したこの時期を、本県としてしっかり捉える

べきです。県内の医療圏ごとに、さらなる情報

交換や情報収集に努めていただきまして、今後

の体制づくりに積極的に取り組んでいただくこ

とをお願いします。

 それでは次に、ツール・ド・九州について何

点かお伺いいたします。

 11月定例会開会日に知事の県政報告もありま

した。大会では、沿道で多くの方にレースを盛

り上げていただきました。ゴール地点の佐伯市

は、周回するレース模様がビジョンに映し出さ

れ、観客前を駆け抜けるスピードとレース終盤

の駆け引きが加わり、盛り上がりは最高潮。カ

ウベルが鳴り響く中、気づけば、私は目の前の

看板を両手でたたきながら応援していました。

 スタート・ゴール地点ではイベントが開催さ

れ、にぎわいを見せていました。ツール・ド・

九州は大きな効果をもたらしたのではないかと

感じたところです。

 2026大会は10月９日から12日に開催されるこ

とが発表され、最終日の12日は宮崎県単独開催

が決定しています。コースは来年６月頃に発表

されるようで、開催を希望する市町村など、名

のりを上げてくるのではないでしょうか。これ

からも継続して大会が開催されることを望みま

す。また、ツール・ド・九州という名前から

は、九州全ての県で開催されることも期待する

ところです。

 初めに、商工観光労働部長にお尋ねいたしま

す。ツール・ド・九州2025が本県で初開催され

ましたが、その成果についてお伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 本県で初

開催された2025大会では、レースの安全な運営

に努めたほか、大会を盛り上げるため、事前の

ＰＲ活動とともに、ツール・ド・九州では初と

なる前日イベントも実施しました。

 イベントでは、パブリックビューイングのほ

か、宮崎応援団長である松田丈志氏のトーク

ショーや、地元の小中学生によるダンスパ

フォーマンスでの盛り上げなどを実施し、２日

間で約１万5,000人の観客にお越しいただきま

した。

 また、全レースにおける熱い戦いの模様は

ユーチューブで世界に向けてライブ配信されま

したが、地元の観光地、グルメなどの情報も併

せて紹介され、約25万回再生されるなど、本県

の魅力を広く国内外に発信できたものと考えて

おります。

○松本哲也議員 観光の面から大きな効果が

あったことが分かりました。一方で、安全な大

会運営のためには、長時間の規制や多くの箇所

における交通規制が必要でした。佐伯市のゴー

ル地点は周回コースとなったことからでしょう

か、交通規制に対する厳しい声があったと伺っ

ております。本県においても様々な反応があっ

たと伺っておりますが、来年2026大会を開催す

るに当たっては看過できないと考えます。

 そこで、警察本部長にお尋ねいたします。ツー

ル・ド・九州への対応と来年の開催に向けた課

題についてお伺いいたします。

○警察本部長（髙井良浩君） ツール・ド・九

州を含め、道路を使用するイベント、催物等の

際には、警察に道路使用許可を申請していただ

くこととなっておりまして、申請を受けた警察

では、交通への影響の程度と公益性の比較、あ

るいは交通の安全と円滑を確保できるかを十分

に検討して、その可否を判断しているところで
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ございます。

 今年の2025大会についても、このような観点

から、事前に主催者の方との協議や、警察から

の情報提供、必要な助言を行った上で、大会当

日は、警察官による信号交差点での交通規制や

パトカーによる規制状況の確認などを実施して

おるところであります。

 来年の2026大会の開催に向けた主催者との協

議は既に開始しておりまして、警察としては交

通の安全と円滑を確保するため、コースに応じ

た警備体制の確保でありますとか、地域住民等

に対する説明などの万全な事前対策を既に依頼

しているところでございます。

○松本哲也議員 課題も多いようですが、安全

かつスムーズな大会運営、そして大会の成功の

ために、会場自治体とも連携して取り組んでい

ただくことを願っております。

 将来、九州全県の参加となれば、ツール・

ド・九州という大会名がさらに生きてくるので

はないでしょうか。

 知事が共同議長を務めます九州地域戦略会議

は、「九州はひとつ」の理念を掲げて九州の地

方創生を進め、先日、広域リージョン連携を強

力に推進する宣言をされました。

 取り組むことを想定する分野には、サイクル

ツーリズムが明記されています。九州をサイク

ルロードレースやサイクルツーリズムの聖地に

していくことができれば、九州の観光振興につ

ながりますし、地域への経済波及効果を大きく

積み増しすることが期待できます。

 「九州はひとつ」を掲げ、九州地方知事会長

として今後どう進めていくのか、2026大会はギ

アチェンジの開催が必要ではないかと考えま

す。

 知事に、今回の大会結果を踏まえて、2026大

会に向けた意気込みをお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今年の大会では、観戦

に訪れた多くの方に、トップ選手のスピードや

迫力を体感していただく、よい機会となったも

のと考えております。また、ＳＮＳやライブ配

信などを通して、例えばサイクルロードレース

の駆け引きの面白さも伝わったと思いますし、

九州や延岡をはじめとする本県の魅力を、広く

国内外に発信できたものと考えております。

 来年2026大会では、本県の単独開催となるわ

けでありまして、選手が安全に走行できる環境

整備、そして交通の安全と円滑の確保に努めな

がら、本県の美しい景観が感じられるコースの

選定や周回コースの設置、今年、佐伯市のゴー

ル付近では、周回コースが設定されたことに

よって、何度も選手の様子、そして駆け引きの

様子を目の当たりにすることができる、これは

大いに盛り上がる仕掛けでありますし、観戦ポ

イントを増設するなど、レースを楽しめる様々

な仕掛けづくりを行うことで、大会の盛り上げ

などを図ってまいりたいと考えております。

 私としましては、九州地方知事会長及び戦略

会議の共同議長という立場で、九州の官民が一

体となった「ツール・ド・九州」というプロ

ジェクトを強力に推進するとともに、これは御

指摘がありましたような広域リージョン連携の

中でも核となる取組だと考えております。この

大会を成功させ、国内外に九州の魅力を発信

し、その効果が本県のサイクルツーリズムを含

めた「スポーツブランドみやざき」のさらなる

推進につながるよう、積極的に取り組んでまい

ります。

○松本哲也議員 世界から注目されるツール・

ド・九州の継続した開催や九州全県での開催に

よる知名度の向上は、九州観光の高付加価値化
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など、九州全体の経済波及効果をさらに拡大さ

せると思いますので、絶好のチャンスをしっか

りつかんでいただきたいというふうに思ってお

ります。

 では、交通安全についてお尋ねします。

 サイクルツーリズムが普及していくことは、

とてもよいことだと私は考えます。しかし、何

よりも優先すべきなのが、交通ルールの周知徹

底と安全対策だと考えます。正しい交通ルール

を理解することはとても重要です。自動車の運

転免許を持たない方は、標識などを自ら学ばな

ければなりません。

 さらに来年４月から、16歳以上の自転車運転

者に対し、交通違反への反則金制度が開始され

ます。車道の左側通行や、携帯電話、ヘッドホ

ンの使用、酒気帯び運転などの禁止は当然のこ

とです。それ以外にも、手信号であったり、安

全確認の推奨も必要であります。車道を走行し

なければいけない自転車が停止する際、手信

号、意思表示があると車は安心できますし、さ

らなる交通安全につながると考えます。

 さらに、手信号やハンドサインが普及してい

きますと、携帯電話の使用抑制にもなるのでは

と考えます。併せて、義務化となっている保険

の加入、こういったものはどうなっているの

か、しっかり周知されているのでしょうか。正

しいルールを全ての車両運転者が理解されるよ

う、普及啓発を含めた対策が求められていると

考えます。

 警察本部長にお尋ねします。自転車の手によ

る合図を含めた交通ルールと、自転車保険の加

入義務についてお伺いいたします。

○警察本部長（髙井良浩君） 御質問いただき

ました、自転車の手による合図を含めた交通

ルールでありますとか、自転車保険の加入義務

の周知につきましては、交通安全教育や街頭活

動等により周知を行っているところであります

が、さらなる浸透を図るため、引き続き、県や

関係機関・団体等と連携しながら、あらゆる交

通安全活動を通じて周知を図ってまいりたいと

いうふうに考えております。

 なお、御質問もいただきましたが、万が一の

交通事故に備え、自転車利用者は、令和３年４

月１日から自転車損害賠償責任保険等への加入

が県の条例で義務づけられているところでござ

います。

○松本哲也議員 車道を走る自転車の運転者が

手信号を行うことは義務であります。自らを守

るためのサインです。また、今日から冬の交通

安全県民総ぐるみ運動が始まりました。取締り

の強化も必要ですが、交通マナーが向上して、

ルールを守ることで交通事故の撲滅に取り組ん

でいただきたいと願っております。

 それでは、次に移ります。森林病害虫被害に

ついてお尋ねいたします。

 今年の夏は本当に暑い日が続きました。その

暑さの影響を受けたのか、県内で松の葉が茶色

になっていることに気がつきました。一ツ葉有

料道路の松林も同様で、多くの松において目立

つ状況でした。しかし、このことが暑さではな

くて松くい虫による被害であったことが報じら

れ、改めて、県内を移動する際に、松の枯渇、

防風林などにおいても、その多さに驚きを感じ

たところです。

 松くい虫による被害対策は、これまでに、空

中散布や樹幹注入、伐倒駆除など、様々な事業

による取組が長年にわたり実施されていると認

識していますが、ここに来てまた松くい虫が増

えているのか、今後さらに被害が拡大するので

はないかなど不安があります。
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 そこで、環境森林部長に、県内の松くい虫被

害の状況についてお伺いいたします。

○環境森林部長（長倉佐知子君） 松くい虫の

被害は、マツノザイセンチュウという線虫が、

マツノマダラカミキリに運ばれて松の中に侵

入・増殖し、松を枯れさせる病害虫被害です。

 本県では、令和５年度以降、被害が急激に拡

大しており、直近の令和６年度の被害量は、民

有林と国有林を合わせて、対前年度比で約1.9

倍の１万623立方メートルとなっております。

 また、地域別では、海岸に松林が多い宮崎

市、日向市、延岡市で、県内被害の98％を占め

ております。

 被害が拡大した要因としましては、近年、夏

の気温が平年より高く、松くい虫の活動が活発

化したことや、少雨により土壌が乾燥し、松の

樹勢が衰退したことなどによるものと考えられ

ております。

○松本哲也議員 今のような現状から、今後の

対策は、被害の拡大を抑制して事業強化に取り

組んでいくのか、また、防風林などにおいて松

に代わる別の樹種を植栽していくのか、今後気

になるところであります。

 再度、環境森林部長に、今後の松くい虫被害

対策についてお伺いいたします。

○環境森林部長（長倉佐知子君） 松くい虫被

害対策につきましては、これまで、薬剤散布等

による防除や被害木の伐倒駆除を実施するとと

もに、松くい虫に強い抵抗性松や、潮害に強い

広葉樹の植栽を進めております。

 また、被害対策に携わる関係者の連携強化や

技術向上を図るため、県主催の連絡会議や研修

会の開催に加え、今年度新たに、日本緑化セン

ターの協力により、２日間にわたる松枯れ防除

実践講座を開催することにしております。

 海岸沿いの松林は、津波や高潮などから県民

の暮らしを守る重要な役割を果たしており、国

有林を管理する森林管理署や市町等と連携し、

適切な防除対策と被害を受けた松林の早期復旧

にしっかりと取り組んでまいります。

○松本哲也議員 ダンロップフェニックストー

ナメントが開催されるフェニックスカントリー

クラブ、また、昨日までリコーカップが開催さ

れた宮崎カントリークラブ、この大会はトップ

プロが集い、歴史を刻んできた舞台となる、宮

崎が世界に誇る名門のコースであると思います

が、こちらも海岸部にありまして、残念ながら

被害が及んでいるようです。

 本当に宮崎を代表するようなところでありま

すし、こういったところをはじめ、海岸沿いの

松林は、防風・防潮機能だけではなくて、南海

トラフ地震における津波対策としても効果が期

待されるのではないかと考えますので、本県の

観光や災害対策など、様々な関係機関と連携さ

れまして、しっかりとした対策を講じていただ

くことをお願いいたします。

 松くい虫の被害もさることながら、ここ数

年、県民から相談を受けることが多くなってき

たのが、キオビエダシャクによるイヌマキなど

の被害であります。

 一見きれいなチョウのように見えますが、そ

の繁殖力は強く、このところ大量発生している

ようです。葉がなくなり、枯死したと樹木を伐

採した方も多くいます。また、幼虫は体の側面

がオレンジ色で、これが大量に垂れ下がり、さ

らに道路に落ちている状況は、環境的にも大き

な課題だと感じています。

 県北で被害が発生していることから推測しま

すと、今後、九州全域に被害が広がる可能性が

あるのではないかと考えます。冬でも羽化する
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と伺っています。抜本的な駆除などの対策はな

いのでしょうか。また、人体への影響はないの

でしょうか。

 環境森林部長に、キオビエダシャクの食害に

ついて、県の対応をお伺いいたします。

○環境森林部長（長倉佐知子君） キオビエダ

シャクは、幼虫がイヌマキ等の葉を食害するガ

で、国内では奄美大島などで自然分布していた

ものが、平成12年以降、鹿児島本土や本県で見

られるようになり、今年に入ってからは、大分

県でも確認されております。

 このガは、年に４～５回程度発生するとさ

れ、触っても人体に害はありませんが、大量発

生すると葉を食べ尽くし、樹木を枯らす場合が

あります。

 対策としましては、幼虫の早期発見と駆除が

重要であり、木を揺すり、落ちた幼虫を捕殺す

るか、発生量が多い場合は薬剤散布が有効とな

ります。

 このため県では、キオビエダシャクの生態や

防除対策について、ホームページで周知すると

ともに、市町村に対しても住民への注意喚起を

お願いしているところであります。

○松本哲也議員 環境面からの防除対策、これ

以上被害が広がらないように、市町村との連携

した取組を期待しております。

 次に、水産業振興についてお尋ねいたしま

す。今回は特に養殖業支援についてです。

 長引く物価高の中、日常生活は本当に厳しさ

が増し、大変である旨の多くの声をお聞きしま

す。当然のことながら、生活だけに限らず、経

営の厳しさについても相談を受けます。さらに

は、近年の地球温暖化の影響を受け、養殖環境

が厳しさを増していることに対する課題も伺っ

ています。

 養殖業への支援事業は、これまでにも、発生

すれば甚大な被害を生じかねない赤潮への監視

や、赤潮が発生した際の対応指導など、養殖魚

の病気診断や投薬指導にも取り組んでいただい

ておりますが、厳しさを増す養殖環境におい

て、物価高が長引く現状にあり、経済的な支援

についても重要であると考えます。

 農政水産部長に、物価高騰を踏まえた養殖業

への支援の内容についてお伺いいたします。

○農政水産部長（児玉憲明君） 養殖業は、本

県漁業産出額の約４割を占める重要な産業であ

りますが、物価高騰により、経営コストの約６

割を占める養殖用飼料をはじめ、生産経費が増

加しており、非常に厳しい状況にあります。

 このため県では、配合飼料の価格高騰分を補

塡するセーフティーネット事業において、漁業

者積立金を一部補助するとともに、沿岸漁業で

漁獲される未利用魚を、安価な養殖用飼料とし

て活用する取組を支援しているところです。

 また、養殖資材において価格を抑えるための

共同購入など、養殖業者の協業化の取組も支援

しております。

 今後とも、養殖業者に寄り添い、物価高騰の

影響緩和に努めてまいります。

○松本哲也議員 よろしくお願いいたします。

 県は、令和５年度から水産試験場施設整備に

関する事業の取組を開始し、本県水産業の成長

産業化を進めています。約２年が経過しようと

する中、水産試験研究体制強化基本計画におけ

る再編・整備が着々と進んでいるものと推察し

ます。

 地球温暖化をはじめとして、環境変化に強い

品種、新魚種開発の研究や高度な飼育施設が、

延岡市の水産振興協会敷地内に建設されるとの

ことですので、完成までには大変な進行管理が
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必要になると思います。さらに、老朽化した取

水施設の整備は喫緊の課題と考えますので、早

急な対策が必要です。

 再度、農政水産部長にお尋ねいたします。養

殖業の成長産業化に向けて、水産試験場の再

編・整備において、増養殖分野ではどのような

機能強化を行うのかお伺いいたします。

○農政水産部長（児玉憲明君） 県では、試験

研究の高度化・効率化のため、現在、水産試験

場の再編・整備を進めております。

 このうち、養殖用種苗の研究等を行う増養殖

分野は、延岡市熊野江に設置され、種苗の生

産・供給を担う水産振興協会と連携強化を図る

ため、協会に併設することにしており、今年度

は既に、取水設備の工事や種苗生産施設の実施

設計等に着手しています。

 敷地内には、水温や光を制御できる飼育水槽

を備えた最新鋭の研究施設や種苗生産施設等を

設置し、成長が早く病気に強い養殖用種苗を開

発することにより、周年供給体制を構築するこ

とにしております。

 今後とも、計画的な整備や試験研究機能の強

化を図り、本県養殖業の成長産業化に貢献して

まいります。

○松本哲也議員 期待しております。よろしく

お願いいたします。

 次に、線状降水帯の発生などによる豪雨災害

についてお尋ねします。

 延岡市土々呂町では、２年連続して道路冠水

や住宅への床下浸水が発生しており、潮の満ち

引きや温暖化の影響など、今後もこのような豪

雨が続くたび、被害に見舞われるのではないか

と不安の声をいただきました。

 この地区は、住宅地を県道土々呂日向線が南

北に走り、県道の東側にはＪＲ日豊本線、さら

に東側に国道10号がほぼ並行して走っていま

す。また、この道路は、幅員が狭い上に、小中

学生の通学路となっています。朝夕の通学、通

勤の時間帯は、交通渋滞が発生することもあ

り、延岡市も道路改良について、県に対し、長

年要望を行われている道路であります。

 さらに、この地区は日向灘へ浦上川が流れて

おり、国道10号から下流は河川改修も継続して

実施していただいておりますが、山側からの排

水路は細いようで、加えて、鉄道敷脇を通るた

め、水路は直角に曲がるなど、線路と国道を越

えなければ、なかなか排水が効果的にできない

ところであります。加えて、潮の干満です。今

年の９月は、道路冠水のために通行ができず

に、車両の中で待機していた方もいらっしゃい

ました。

 県土整備部長にお尋ねいたします。土々呂地

区における県道土々呂日向線周辺の冠水の原因

と県の取組の状況についてお伺いいたします。

○県土整備部長（桑畑正仁君） 延岡市土々呂

地区においては、今年９月の台風第15号の影響

により、県道土々呂日向線や国道10号が冠水

し、通行止めを行ったところです。

 冠水の原因としましては、線状降水帯の発生

による集中豪雨と、流末となる浦上川河口の満

潮の時間帯が重なったことなどが考えられま

す。

 県ではこれまで、県道のかさ上げ工事や浦上

川の河川改修事業を実施してきており、さらに

10月には、道路や河川、下水道などの施設の管

理者で調整会議を開催し、延岡市において、河

川の堆積土砂を除去するなど、緊急の対策を実

施したところです。

 引き続き、国や延岡市など関係機関と連携し

て、冠水リスクの低減に取り組んでまいりま
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す。

○松本哲也議員 ぜひとも一日も早く解消され

ることを願っております。よろしくお願いいた

します。

 それでは次に、来年度開校を迎えます高等特

別支援学校についてお尋ねします。

 高等特別支援学校は、県南、県西、県北の高

等学校敷地内に併設され、併設の高等学校で

は、日常的に同じ敷地内で学び、授業や行事を

一緒に実施しながら、交流及び共同学習を充実

させると伺っています。

この学びやで、職業的・社会的自立に必要な

力を身につけて、自分らしく輝きながら社会を

生き抜く、心豊かでたくましい生徒が育ってい

ただくことを願っています。

８月には、併設されるそれぞれの高校に開設

準備担当職員が配置され、さらに準備が進んで

いるようです。しっかりと進めていただくこと

を願います。そのような中、新設されますの

で、学校に関心のある方や学校の案内など、あ

らゆる機会を通じて丁寧に説明を行う必要があ

ると思います。

 教育長に、高等特別支援学校に入学を希望す

る生徒、保護者への説明状況についてお伺いい

たします。

○教育長（吉村達也君） 令和８年度に開校す

る３つの高等特別支援学校につきましては、今

年７月に入学者選考に係る要綱を告示し、８月

には、入学を希望する生徒及び保護者に対し

て、学校説明会を実施しております。

 現在、入学希望者及び保護者に対しまして、

受検に関する事前の教育相談を実施しており、

学校の特色や入学後の学習内容、卒業後の進

路、また、特別支援学校高等部普通科と併願で

きること等についても丁寧に説明を行っている

ところです。

○松本哲也議員 よろしくお願いいたします。

これは３つの特色というのがありまして、その

１つに「就職率100％を目指す」とあります。

卒業後に障がい者雇用枠での一般就労を希望す

ることを前提としていることからでしょうか、

事前の教育相談項目には、志願する生徒は公共

交通機関の利用が可能であることとあります

が、始業や終業の時間帯に、好都合の電車やバ

スなどがあるのか気がかりです。部活動を希望

する生徒となれば、さらに厳しいのではないで

しょうか。ましてや、市外など遠方からの生徒

となればなおさらだと考えます。

 遠方からの入学希望者に対してどのように対

応していくのか、再度、教育長にお伺いいたし

ます。

○教育長（吉村達也君） 高等特別支援学校

は、卒業後の一般就労を目的としていることか

ら、将来的な自立を見据え、自力通学を原則と

しております。

 しかしながら、入学希望者の中には、交通事

情等により、通学が困難な生徒がいることも考

えられることから、本人及び保護者に意向等を

十分に確認した上で、具体的な対応について検

討を進めていくこととしております。

○松本哲也議員 ぜひとも寄り添っていただい

て、丁寧な対応をされることを願っております

ので、よろしくお願いいたします。

 高等特別支援学校には、職業的自立を目指す

学習として、専門教科を設定し、農業、流通

サービス、福祉を学ぶため、県北地区には門川

高校、県西地区には都城農業高校、県南地区に

は日南振徳高校と、協力校があります。

 開校に向けては、併設校のみならず協力校の

準備も重要です。先生や生徒が、併設校、協力
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校でそれぞれに共に学んでいく、活動していく

体制は整っているのか、重要な点だと考えます

ので、お尋ねしたいと思います。

 教育長に、高等特別支援学校が設置される併

設校や協力校の準備状況についてお伺いいたし

ます。

○教育長（吉村達也君） 高等特別支援学校が

設置される各高校には、今年８月から開設準備

担当の職員を配置し、開校に向けた現場での準

備や、授業協力を行う高校と事務的な調整等

を、両校の教員とともに行っております。

 具体的には、合同開校式や入学式、体育祭等

の行事の在り方、制服の統一や部活動への参加

の方法、共同学習が可能な教科の選定等の検討

を進めております。

 また、授業協力を行う高校とは、年間を通し

て、農業や福祉等の実習に相互参加するための

カリキュラム調整等を協議しております。

 開校まで４か月となりましたが、高等特別支

援学校に関係する方々がそれぞれ安心して開校

を迎えられるよう準備を進めてまいります。

○松本哲也議員 答弁から丁寧な対応が理解で

きました。今後も共生社会の形成に向けて、特

別支援教育のさらなる推進をお願いいたしま

す。

 それでは、中山間地域の振興についてお尋ね

してまいります。

 中山間地域振興については、各部横断的に

様々な事業の取組、また丁寧な連携関係を築い

ていただいていること、何より予算において手

厚く措置していただいていること、実施主体と

なる市町村は、豊富なメニューに対して、あり

がたいことだと考えております。

 しかし、現場の市町村においては、複数の業

務に携わるなど人員の確保も厳しい中に、工夫

を凝らして取り組んでいるようです。私は、中

山間地域の振興は本県の振興であると思ってお

ります。

 まず、総合政策部長にお尋ねいたします。市

町村が行う地域振興の取組をどのように支援さ

れているのかお伺いいたします。

○総合政策部長（川北正文君） 中山間地域の

課題や魅力は様々であり、それぞれの特性に応

じて、地域住民と一体となった継続的な取組を

進めていくことが重要であります。

 市町村においては、こうした認識の下、地域

振興の取組を進めていただいておりますが、ノ

ウハウ不足や核となる人材が確保できないな

ど、市町村単独では解決が難しい場合も見受け

られます。

 このため県では、市町村の取組を柔軟に支援

できる補助金などを用意し、その活用を促すと

ともに、市町村を個別に訪問し、対話を重ねて

地域の実情を把握した上で、適切な助言を行う

よう努めております。

 今後とも、こうした市町村に寄り添う姿勢を

大切にし、地域特性を生かした取組が着実な成

果につながるよう、積極的に支援してまいりま

す。

○松本哲也議員 今後もしっかりと連携を取っ

ていただくことをお願いしたいと思います。

 中山間地域に限らず、生活には水が欠かせな

いわけですが、上水道も簡易水道もなく、農業

関係補助事業活用による営農飲雑用水や井戸

水、また、谷川の表流水を自宅まで引いている

家庭などがあります。電気料負担や水源の管理

など、人口減少が進む中、その負担割合が大き

くなり、豪雨災害などにより谷川が大きく洗わ

れた場合など、維持管理は大変で、高齢となれ

ばなおさらであります。

- 108 -



令和７年12月１日(月)

 国は、上水道においては、災害に備えるとし

て、老朽管の更新や耐震化率の向上を進め、さ

らには、国主導の経営広域化への補助などが話

題となっております。

 「水道料金分ぐらいは負担するから、何とか

してほしい」と切実な声が届きました。市町村

においては、それぞれに対応されているようで

すが、県としても、現状を把握して、中山間地

域の安全・安心な水の確保のために取り組んで

いただきたいと考えます。

 福祉保健部長にお尋ねします。中山間地域に

おける井戸や飲料供給施設などの維持管理に対

する支援についてお伺いいたします。

○福祉保健部長（小牧直裕君） 公共水道が整

備されていない中山間地域における飲用井戸等

については、施設の維持管理や水質管理などを

住民が自ら行う必要がありますが、高齢化や過

疎化が進む中、その労力や費用面において、住

民の負担が大きくなっているところです。

 そのため、市町村の取組により、施設等の整

備や改修費用の一部補助、高齢者世帯が断水し

た際の復旧作業支援がなされております。

 県といたしましても、中山間地域において、

地域住民が安心・安全で衛生的な水を確保でき

るよう、市町村と各地域の状況や参考となる事

例を共有するなど連携してまいります。

○松本哲也議員 県内のどこに住まれていても

同じように公共サービスが受けられるように、

ぜひともよろしくお願いいたします。

 それでは、祖母・傾・大崩ユネスコエコパー

クに関してでございますが、この質問はこれま

でも行い、登録更新に向けて機運醸成を図るこ

ととしておりましたが、なかなか浸透していな

いような感じがありますし、盛り上がっていな

い感があります。大分、宮崎の２県６市町の協

議会の活動もなかなか見えないのですが、この

エリアの方々も、もう少しユネスコエコパーク

というブランドを活用して、活発な展開を期待

するところであります。

 と申しましても、そろそろ10年目を迎えるわ

けで、令和９年度が更新年となりますので、両

県６市町、もしくは本県だけでも単独で10周年

記念事業などを企画して、機運醸成を図っては

いかがかと考えました。

 総合政策部長にお尋ねします。祖母・傾・大

崩ユネスコエコパークは、令和９年度に10周年

を迎えます。これに向けた取組についてお伺い

いたします。

○総合政策部長（川北正文君） 祖母・傾・大

崩ユネスコエコパークは、宮崎、大分両県と構

成６市町による協議会を中心に、「自然と人と

の共生」の理念の下、環境保全や地域資源の活

用、魅力発信に取り組んでおります。

 当該地域は、美しい渓谷や貴重な動植物など

誇るべき資源がある一方で、県内外の方々に十

分に認知されていない面もあることから、今年

度より、モデルコース造成や案内看板設置な

ど、魅力発信の強化を進めております。

 今後とも、登録10周年という節目に向け、構

成市町を含めた地域の方々と一層の連携を図り

ながら、地域の誇りや機運を醸成し、掘り起こ

した魅力を効果的に発信することにより、当該

地域の活性化につなげてまいります。

○松本哲也議員 このたび、ユネスコ無形文化

遺産の登録へ「神楽」の提案が決定しました。

様々なユネスコというものがあります。全ての

取組が今後加速化されることを期待しておりま

す。

 祖母・傾・大崩ユネスコエコパークの緩衝地

域、移行地域に位置する、延岡市の祝子川温泉
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がリニューアルオープンしました。新しい指定

管理者による地域と一体となった経営や様々な

アイデアにより、地域が元気になってきたと感

じています。

 クラウドファンディングを活用し、薪ボイ

ラーの導入、そして薪サウナを設置します。完

成後、地域内に放置されている竹林や雑木、支

障木を燃料として活用するとのことです。地球

環境に優しいだけでなく、地域内の景観がよく

なり、有害鳥獣対策にもつながるのではと考え

ます。県内には、管理されず放置された山林に

苦慮する地域もありますが、参考になればと紹

介します。

 環境森林部長に、放置された里山林の整備に

係る支援についてお伺いいたします。

○環境森林部長（長倉佐知子君） 里山林の多

面的機能の発揮や山村地域の維持・活性化を図

るため、国は、地域住民等が連携して行う広葉

樹植栽、竹林整備等の里山林の保全や、間伐し

た森林資源を活用する取組を支援しており、令

和６年度は県内で13団体が交付金を活用してお

ります。

 また、県では、県民等の主体的な森林（も

り）づくり活動を推進するため、宮崎県森林環

境税を活用して、ボランティア団体等による里

山林の間伐等の活動を支援しており、令和６年

度は41団体に助成しております。

 里山林の保全には、地域住民等の持続的な関

わりが重要であることから、今後とも、国の交

付金の活用促進やボランティア団体等の支援を

行い、里山林が適切に整備されるよう取り組ん

でまいります。

○松本哲也議員 今後の積極的な展開を期待し

ております。

 中山間地域には、その地域に伝わる伝統文化

や祭り、イベントなどがありまして、その時期

ごとに里帰りや情報を得た方々などが多く参加

され、随分にぎわっていたと思っております。

 近年、人口減少が著しい中山間地域では、そ

の開催も困難になっているようで、地域コミュ

ニティー活動に支障が出ているようです。この

活動を維持するために集落から預かる区費も減

少しますし、さらに厳しい現状です。

 何とか地域を盛り上げようと出店して、その

益金を地域活動の資金にしようという地域もあ

りましたが、保健所の手続が大変なので断念し

たという相談もありました。簡単な手続という

のはないのでしょうか。

 福祉保健部長にお伺いします。地域の祭りで

出店する飲食店営業の臨時営業許可について、

許可条件及び住民への周知状況についてお伺い

いたします。

○福祉保健部長（小牧直裕君） 地域のお祭り

において、テントなどの簡易な施設で飲食店の

臨時営業許可を出す際は、営業期間を10日以内

とし、取扱品目は、うどんやそばなどの麺類や

焼き鳥等、提供する直前に十分加熱した食品等

に限定されております。

 このような許可の取扱いにつきましては、取

扱要領を県のホームページに掲載しているほ

か、各保健所にも相談窓口を設置しておりま

す。

 今後とも、一般の住民にも分かりやすいパン

フレット等を作成し、市町村を通じてお祭りの

主催者に配布するなど、さらなる周知を図って

まいります。

○松本哲也議員 ぜひお願いいたします。保健

所になかなか伺うことがない地域の方々は、難

しいと思って構えてしまう場合などがありま

す。分かりやすいフローとか、そういったもの
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を交えながら、ぜひとも地域の活性化につなが

るんだという視点で御協力をよろしくお願いい

たします。また、そういった出店の準備とか直

会などが地域コミュニティーの活性化につな

がっていきますので、ぜひともお願いしておき

ます。

 宮崎県というのは、本当に地域資源が豊富な

場所であります。今求められているのは、美し

い自然や身近にある景観、そして伝統文化だと

思うわけです。ＳＮＳによる拡散が次の訪問を

促し、次に来た方は、さらに写りのよい写真を

撮ろうと工夫して、それを発信する。それがま

た繰り返されていくことが大事なんですけれど

も、私たちにとって普通であること、当たり前

であることが、今は観光になっていると思いま

す。景観は財産です。

 商工観光労働部長にお尋ねします。中山間地

域の美しい景観や伝統的な文化を生かした観光

誘客の取組についてお伺いいたします。

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 中山間地

域の美しい景観や伝統文化は、先人たちが守り

育ててきた本県の宝であり、重要な観光資源で

す。

 国内旅行者をはじめ、本県において近年増加

している欧米からの旅行者は、観光地巡りや物

消費ではなく、地域の文化、歴史、自然への関

心が高く、静かで美しい自然景観や、その自然

を生かしたアクティビティー、地域との交流な

ど、深い体験を求める傾向があります。

 県では、このようなニーズを踏まえ、例え

ば、世界でも珍しいコケの生息地である日南市

猪八重渓谷での森林セラピーとコケの観賞や、

神楽の文化を学ぶ高千穂町の神楽面工房見学を

行程に組み込んだ棚田サイクリングツアーな

ど、中山間地域の本物の魅力を体験できるコン

テンツの造成等に取り組んでおります。

○松本哲也議員 景観だけではなくて、酒蔵づ

くりの現場を観光に来られるとか、そういった

本当にいろんなことが宮崎にある。本当に普通

であったことが今いろんな方に求められている

のではないかと思いますので、今後ともぜひよ

ろしくお願いいたします。

 先日の神楽のユネスコ申請、先頭に立って牽

引してこられた知事の喜びはいかばかりかと思

います。中山間地域に活力をいただいた先週末

となりました。

 これまで様々な角度から各部長に丁寧な御答

弁をいただきました中山間地域振興の最後に、

知事にお尋ねしたいと思います。

 課題を抱えながらも、地域固有の文化や豊か

な自然などの価値を有する中山間地域の振興に

どのように取り組まれていきますか、知事にお

伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 中山間地域では、急速

な人口減少によりまして、交通、買物、医療な

ど、日常生活に必要な機能の確保が厳しさを増

しておりまして、私も強い危機感を抱いており

ます。

 一方で、中山間地域は、住民にとってかけが

えのない暮らしの場であります。県土の保全や

癒やしの場を提供しているほか、ユネスコエコ

パークや世界農業遺産、神楽のような優れた景

観や貴重な伝統文化を有するなど、そこに住む

方々のみならず、県民全体が恩恵を享受する貴

重な財産を有しております。

 私は、地域の方々が、誇りや強い意欲、結束

力を持って、地域の価値や魅力を磨き上げ、活

力を生み出すことが、地域の維持・活性化に資

するものと認識しております。

 議員御指摘のように、今回、ユネスコ無形文
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化遺産への新規登録案件に決定しました神楽な

どは、まさにそのような機能を果たしているも

のと考えております。貴重な文化的資産、そし

て伝統芸能の保存・継承を通じて、今回、文化

庁の書類にも記述してあったのでありますが、

そのことが地域の活力の源になっていると。10

年前に世界農業遺産のプレゼンをＦＡＯの本部

で行ったときも、そのことを強く強調し、神

楽、そして地域のコミュニティーが農林業複合

システムを支えていると、そのような説明をし

たところであります。

 また、中山間地域というものとはまた違いま

すが、昨日、宮崎市内の生目地区総合文化祭と

いうイベントに参加する機会がありましたが、

その現場に行って感じましたのは、人、物、

金、情報が動いているなと、四季折々に行われ

ますこういう祭りやイベントというものが、地

域の人々や地域にどれだけ活力をもたらしてい

るのか、極めて大きい役割があろうかと考えて

おります。

 今後とも、地域の方々の声を伺いながら、市

町村と一体となって、特徴を生かした地域づく

りの支援や農林水産業の振興など、多様な価値

を最大限に引き出し、中山間地域の振興に全力

で取り組んでまいります。

○松本哲也議員 ありがとうございました。い

ろんな角度から質問させていただきましたが、

中山間地域の抱える課題というのは本当にたく

さんあるということを、お互いに感じることが

できたのではないかと思います。

 先月11月11日、我がふるさと北川町にコウノ

トリが飛来してくれました。コウノトリは、幸

せを呼ぶ鳥として、非常に各地で重宝がられて

おります。コウノトリが飛んでくるということ

は、豊かな自然環境があって、その餌場にも

なっているということでありますので、そう

いった豊かな自然を大事に守りながら、そし

て、ありがたいコウノトリの飛来が、今後ます

ます宮崎県の発展につながっていくことを願

い、私の一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○外山 衛議長 次は、岩切達哉議員。

○岩切達哉議員〔登壇〕（拍手） 県民連合立

憲、立憲民主党の岩切達哉であります。傍聴に

お越しいただきまして、誠にありがとうござい

ます。

 冒頭に、先月21日に発生した鳥インフルエン

ザについて、関係する農場経営者の皆様にお見

舞いを申し上げ、同時に大変な防疫作業に従事

された県職員、農業関係団体、建設業界等、関

係の皆様に深く感謝を申し上げたいと思いま

す。県における重要な産業でありますことか

ら、引き続き防疫体制強化に県を挙げて御尽力

いただきますようお願いしたいと思います。

 それでは質問を行います。

最初に、人口減少問題について、知事のお考

えを伺います。

その前置きとして、多文化共生社会実現につ

いて、一言発言しておきたいと思います。

 全国知事会は先月、「多文化共生社会の実現

を目指す全国知事の共同宣言」を発表いたしま

した。外国人の受入れ増加は、日本の深刻な人

口減少、少子高齢化を背景としており、今や地

域になくてはならない存在となっているとし

て、排外主義を強く否定し、差別や人権侵害の

ない社会の実現を目指すとされております。

 宮崎県に暮らす外国人の人数は10年前に比べ

て2.63倍、今年１月１日現在、その人口は１万

1,345人で、１年で18.28％増え、その伸び率は

全国２位とのことで、とりわけ近年、宮崎県で
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生活される外国由来の皆さんの人口が増加して

おります。

 今般の人口減少問題に関連し、宮崎県では外

国人の皆さんの力を多くの産業でお借りしてい

ます。多文化共生社会確立とは、単なる心温ま

る友好を目指すだけではなく、この地域の経済

活力を守るための戦略的な取組として、種々の

施策の充実を図る必要があると考えます。

 国政の一部において外国人排斥を主張する勢

力があり、残念な状況でありますが、ぜひ知事

におかれましては、来年度の事業を計画する中

で、重要な視点として取り組んでいただきたい

と要望しておきたいと思います。

 では、来年度予算に関係する令和８年度重点

施策の推進方針並びに予算編成方針にありま

す、人口減少への「緩和」「適応」という取組

について、松本議員と同様になりますが、お尋

ねしたいと思います。

 私は、この緩和や適応という姿勢は大変大事

な姿勢であると思います。

 10年ほど前に、「地元は人口減少、少子高齢

化の先進地だ。自分の町を見てもらえば、人口

減少の影響はその目で見られるし、どう対応す

るかもそこに答えがある」と、某西諸地区の先

輩議員からお話を聞くことがありました。

 地元の学校が統合される。道路普請や用水路

維持は元気な高齢者の仕事になり、相互に健康

に気を配りながら、協力し合って地域を維持し

ておられる。過去に見た、子供がわらわらと遊

び、青年団組織や壮年の皆さんが地域づくりを

リードするという、そんな風景はなくなってい

くというふうに思います。そんな地域の現状を

踏まえた的確な取組が必要であります。

 今般、来年度の重点施策並びに予算編成に当

たり、人口減少の緩和、人口減少への適応を図

るとしたその意義について、知事に伺います。

 次に、人口減少問題に関連する若い女性の転

出超過の課題についてであります。

 来年度の重点施策推進方針にも、「若者・女

性が生き生きと活躍できる環境づくり」、また

「ＵＩＪターンの更なる促進」との柱がありま

すが、ぜひ女性局を設置して、積極的な社会減

対策、発信力の強化や対策の強化を図っていた

だきたいと思います。

 先々週の11月19日の「ひなたの「とも活」推

進大会」は、すばらしい内容でありました。私

は、性別を問わず活躍できる社会を宮崎県につ

くっていくことは、都会で学んだ若者、また一

度は都会に就職した若者が宮崎に戻ってくる誘

因となり、人口減少の緩和策となり得るという

思いを、改めてこの大会で確信したところであ

ります。

 大会宣言では、「女性がもっと活躍できる職

場環境づくりを推進し、多くの若者が働きたい

と思う魅力ある職場をつくります」とありまし

た。逆に言えば、今の宮崎県には若者や女性に

魅力ある職場を準備できていないという問題意

識であり、さらには、県庁や教育現場において

も、そのほとんどは非正規の雇用しかないとい

う、問題提起をさせていただいたとおりの課題

があると存じます。

 この際、若者・女性が活躍できる社会づくり

に関する知事のお考えを伺います。

 次に、九州知事会における広域連携の議論に

ついて、政策調整監に伺います。

 国の地方創生2.0の柱に、都道府県域を越え

た広域連携の新たな枠組み、広域リージョン連

携がありまして、今年10月には、九州地方知事

会と経済界が連携した九州地域戦略会議で広域

リージョン連携宣言が出されたということを、
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11月の全国自治体議員研修会で知ったところで

す。

 広域リージョン連携宣言の意味するところと

宮崎県の役割、さらには、私は大変気にしてい

るんですけれども、宮崎県の独立性と広域連携

との関係について、九州地方知事会事務局を担

う政策調整監に、その考え方について答弁を求

めます。

 壇上から最後に、警察本部長に質問します。

 宮崎県において特殊詐欺や暴力団事件など、

他県同様に重大事件は発生しているところで

す。また、宮崎県は自家用車に頼る地域性があ

り、日々の交通安全に努力しなければならない

と存じます。

 また、高岡警察署が移転する宮崎西警察署建

設予定地のことで、移転受入先の県民から様々

な声が上がっていることは御承知かと思いま

す。十分な対応が必要と考えますが、このた

び、宮崎県警察本部長に就任された髙井本部長

は、安心・安全な宮崎を願う県民の期待にどう

応えようと認識しておられるか、所信をお聞か

せいただきたいと思います。

 以下の質問は質問者席から行います。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

まず、人口減少対策の今後の方向性について

であります。

 私はこれまでも、人口減少を県政の最重要課

題に位置づけ、子ども・若者プロジェクトをは

じめ、その速度を緩和させる自然減・社会減対

策に懸命に取り組んでまいりました。

 その結果、出生率の全国順位は上位を維持

し、移住世帯数も増加するなど、一定の成果が

見られるものの、他の地方と同様、コロナ禍の

影響も相まって、人口減少の流れに歯止めをか

けるまでには至らず、本県人口は令和９年に

100万人を割る見込みとなっております。

 このような中、現状の人口構造を踏まえる

と、この先も短期間で減少傾向を反転させるこ

とは困難であることから、私としては、引き続

き、人口減少の緩和策に粘り強く取り組むとと

もに、人口減少下にあっても、県民一人一人が

豊かに暮らし続けることができるよう、日常生

活に不可欠な医療福祉・交通物流の維持充実

や、企業の生産性向上、産業人材の確保など、

今こそ縮小する人口規模への適応策を強化すべ

きという考えに至ったものであります。

 人口減少という我が国全体を覆う大きな波に

あらがうことは、決して簡単なことではありま

せんが、誰もが幸せと希望を実感できる宮崎の

実現に向けて、緩和と適応という両面から、今

後とも必要な施策に取り組んでまいります。

 次に、若者・女性が活躍できる社会づくりに

ついてであります。

 本県が若者や女性に選ばれる地域となるため

には、若者や女性が自分らしいキャリアを描

き、実現できる環境を拡大していくことが重要

であります。

 このため県では、企業における女性の積極登

用や働きやすい環境整備等を推進するととも

に、若者・女性の起業支援や、非正規雇用から

正規雇用への転換支援などに取り組んでおりま

す。

 さらに、女性活躍を推進する上では、地域や

家庭に残る性別による固定的な役割分担意識の

解消が不可欠でありますことから、11月を本県

独自の「ひなたの「とも活」推進月間」と定

め、男性の家事参画との一体的な啓発にも取り

組んだところであります。
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 先日の大会は、女性の活躍推進会議の10周年

を記念してのものでありますが、推進会議のメ

ンバーは様々な活動に積極的に取り組んでおら

れまして、昨日も、私は仕事と重なったので残

念ながら参加できませんでしたが、今、世界

で、女性の活躍ランキングでナンバーワンのア

イスランドの実態を取り扱ったドキュメンタ

リー映画、「女性の休日」の上映会、そして、

その後のパネルディスカッションなども行われ

たということであります。

 今後も、活躍の場づくりに向けたきめ細かな

支援や、県全体の意識改革等に積極的に取り組

むことにより、多くの若者・女性にとって魅力

ある地域の実現を目指してまいります。以上で

あります。〔降壇〕

○政策調整監（大東 収君）〔登壇〕 お答え

します。

 広域リージョン連携は、県域を越えた多様な

主体の取組を国が支援する制度です。

 九州地域戦略会議においては、従来からの官

民連携プロジェクトを基に、10月に宣言を公表

したところであり、今後は、具体的な取組内容

等を記載したビジョンを策定し、今後示される

国の財政支援や規制緩和を活用することで、九

州全体の取組の後押しとなり、地域の成長やイ

ノベーションの創出につながるものと考えてお

ります。

 本県としては、九州地方知事会事務局とし

て、各県、経済界との連携や調整を行うととも

に、県の課題を解決するための有効な制度とし

て、広域連携の枠組みを活用しながら、食やス

ポーツ、観光などの強みをさらに伸ばし、本県

の発展につなげてまいります。以上でありま

す。〔降壇〕

○警察本部長（髙井良浩君）〔登壇〕 お答え

します。

 議員からの御指摘も踏まえまして、宮崎県の

治安維持の責任者として、所信を述べさせてい

ただきます。

 県警察の運営につきましては、運営方針であ

る「県民の期待と信頼に応える強くしなやかな

警察」を基本に、国内全体の治安課題の潮流を

踏まえつつ、時に激しく変化する県内の治安情

勢を的確に捉えて、県民の皆様の安全と安心の

ため、全力で努力してまいる所存であります。

 また、高岡警察署の移転計画については、国

富町と連携の上、移転先の住民の方々の不安等

の解消のため、引き続き丁寧に説明してまいり

ます。

 皆様におかれましては、警察活動に対するよ

り一層の御理解、御協力を賜りますよう、よろ

しくお願い申し上げます。以上であります。

〔降壇〕

○岩切達哉議員 それぞれに御答弁いただきま

した。ありがとうございます。

 広域的連携を通じて、この宮崎県にメリット

を運び込む姿勢ということで、ぜひ、そのこと

を大事に、政策調整監には引き続き御尽力いた

だきたいと思います。

 また、警察本部長、大変声がすてきでござい

まして、明確な答弁をいただきました。宮崎の

安心・安全のために、よろしくお願いいたしま

す。

 では、再び人口減少の緩和、また適応という

ことについて、引き続き質問を行います。

 最初に、人口減少の影響は、とりわけ第１次

産業の担い手に深刻で、食料不足に拍車がかか

るのではないかという声がありますことから、

農政水産部長に伺います。

 国際連合食糧農業機関の発表によれば、日本
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は、先進国において唯一、飢餓国と認定されて

います。その飢餓率は５％未満とされています

が、食料自給率が極端に低い中、食料生産現場

において人口減少問題は、食料確保に大きな黄

色信号、赤信号を灯してまいります。

 人口減少の中で消えつつある集落、地域で

は、耕作地は放棄され、雑木が生い茂り、原野

に戻っている状況であります。「ノーファー

マー、ノーフード」、農家や漁家がいなければ

食料はない。食料は輸入すればよいという幻想

は捨てる必要があります。

 人口減少の中で、農業や水産業など食料生産

の担い手をどう確保していくのか、その方策に

ついて、農政水産部長のお考えをお聞かせくだ

さい。

○農政水産部長（児玉憲明君） 本県が将来に

わたり、食料供給基地としての役割を果たすた

めには、人口減少下にあっても農水産業の担い

手を継続して確保する必要があります。

 このため県では、現在策定中の農業及び水産

業の長期計画の後期計画で、担い手確保を大き

な柱に掲げております。

 具体的には、就業前の体験研修や経営発展段

階に応じた指導、経営資源承継、外国人材確保

の支援を強化するとともに、農地の集約や区画

拡大、高性能漁船やスマート技術の導入等を促

進し、就農・就業しやすく稼げる環境づくりを

進めます。

 今後とも、関係団体等と連携し、担い手確保

にしっかり取り組んでまいります。

○岩切達哉議員 次に、子供が生まれる数を増

やしていくことについて考えなければなりませ

ん。

県のこども計画におけるアンケートでは、予

定している子供の数と理想の数にギャップがあ

るという理由について、まずは「子育て全般を

通じお金がかかるから」、次に多いのは「教育

にお金がかかるから」ということであったと思

います。

これまで、教育費負担の実態について質問し

てまいりました。答弁では、小学校で５万円、

中学校では10万円、公立高校では１人15万円と

いう数字の答弁がございました。

まだまだ研究いただきたい、教育にお金がか

かるということの実態についてでございます

が、今日は私立高校の教育費負担の実情につい

て伺いたいと思います。総合政策部長に、その

把握するところをお聞かせください。

○総合政策部長（川北正文君） 文部科学省の

「私立高等学校等初年度授業料等の調査結果」

によりますと、令和６年度の本県の全日制私立

高校における初年度納付金の生徒１人当たりの

平均額は、授業料が40万8,086円、入学料が11

万2,500円、その他施設整備費等が９万5,157円

となっております。

 なお、授業料は就学支援金制度により、ま

た、授業料以外の教育費は奨学給付金制度によ

り、一定程度の負担軽減がなされております。

○岩切達哉議員 60万円程度ということで、予

想以上の高額でありました。

 教育費負担がアンケートで上位にあったから

こそ、対策をどうするかということについて考

えなければなりません。

 アンケートでは、46％の方が、子供を産むこ

とにちゅうちょする理由として、教育にお金が

かかると答えておられます。そのお金がかかる

ということの実態を知りたいということで、重

ねて聞いてまいりました。そのほかにも、大学

にお金がかかる、習い事にお金がかかるなどの

御意見もあろうかというふうに思います。
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 県として、教育にお金がかかる実情を調査し

て、対策を考えないといけないと思いますが、

来年度に向けて、人口減少対策が緩和と適応と

いう社会づくりのフェーズに移行する中で、教

育費負担に対策が必要と思いますが、現時点で

の知事のお考えをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 結婚し、子供を持ちた

いと願う方々の希望がかなう社会づくりを進め

ていく上では、教育費をはじめとする経済的な

負担を軽減することが大変重要であります。

 このため県では、これまでも、国との連携に

よります高等学校等就学支援金の支給や、県内

企業に就職した若者に対する奨学金の返還支援

などを実施してきたほか、今年度から新たに、

第２子保育料の負担軽減にも取り組んでおりま

す。

 また、国においては、将来を担う子供への教

育は、親だけでなく、社会全体の責務であるこ

とから、高等教育に係る負担軽減が図られてい

るところでありますし、小学校における給食費

の無償化についても、来年度の実施に向けた議

論が行われております。

 全国知事会におきましても、こうした議論と

いうものが、しっかりと地域の実情を踏まえ

た、よりよい制度設計がなされるよう、地方の

声を届けていこうと、今そのような議論をして

いるところであります。

 今後とも、少子化の進行に歯止めをかけるべ

く、国や市町村とも連携しながら、あらゆる手

段を講じることにより、全ての子供・若者の夢

や希望の実現を目指して、全力で取り組んでま

いります。

○岩切達哉議員 知事の御発言のとおり、社会

全体の責務だと思います。自治体だけが頑張れ

ではないと思います。教育費負担などは政治の

責任で支えられる社会、ヨーロッパでは無償が

当たり前と存じております。日本においても求

め続けたいというふうに思います。

 次に、高校教育について伺います。

 今年３月に改定した高等学校教育整備基本方

針は、令和10年度までの計画となっています。

公立高校の学科や定員の見通しを定めたもので

ありますが、この学科や定員を考えるに当たっ

ては、私立高校の存在を踏まえた議論があった

かを確認させていただきたいと思います。

 その上で、計画期間以降となる令和12年以降

には、高校生年齢人口の減少幅が大きくなると

本文の中にあります。私はその際に、公立と私

立の定員の在り方がどうあるべきか、大変気に

なるところであります。

 公私の定員議論は、宮崎県公私立高等学校連

絡協議会で議論されておりますが、人口減少と

いう中で、高校生年齢児が数年先には確実に減

少することが分かっている中で、公立・私立間

の定員の在り方という課題をどのように議論し

ていくことがよいのか、知事のお考えを伺いた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 県立高等学校教育整備

基本方針は、令和３年度から10年度において、

高校教育の質の向上と、よりよい教育環境の提

供を図るための施策をまとめたものでありま

す。高校教育を取り巻く環境が大きく変化する

中、今年３月、私立高校の関係者を含む外部有

識者の意見も踏まえ、改定したところでありま

す。

 今回の改定では、県立高校の令和10年度募集

定員を、各地区の中学校卒業者数の予測を踏ま

えて見直しをしております。その際、公私立高

等学校連絡協議会での議論に基づき、県立高校

が中学校卒業予定者数のおおむね７割、私立学
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校がこれまでの募集定員を維持することを前提

としております。

 しかしながら、来年度からの高校無償化に加

え、令和11年度以降、卒業予定者数がより急激

に減少していく中、現在、県立学校が、県の基

幹産業を担う職業系専門学科及び特別支援教育

のほとんどを担っていることや、中山間地域の

学びを主として保障していることを踏まえる

と、今後とも、本県の将来を担う人材の育成

を、公立、私立がそれぞれ役割を果たしていく

ためには、現行の募集定員の在り方にとらわれ

ることなく、将来のあるべき姿を議論していく

必要があるものと考えております。

○岩切達哉議員 私立の皆さんとも十分な議論

をしていただいて、適正な高校教育体制が官民

で準備されるように期待したいと思います。

 高校教育に関してもう一問でありますが、広

域通信制高校についてであります。

 ほとんどは私立の設置で、それも本体は県外

にあって、県内ではいわゆるサテライト教室

で、またはそれもない学校で、宮崎県内の高校

生年齢の若者たちが、ネット通信などを活用し

て学んでいる状況にあると存じております。こ

の広域通信制高校の県内での実態把握をする必

要があるのではないでしょうか。

 全国では約30万人が学び、それは全国の高校

生年齢児の9.6％と伺います。

宮崎県内の広域通信制高校は、宮崎の子供た

ちが教育を受けるため利用しているもので、そ

れらの設置者、管理者との関係を構築し、県

民、子供たちの利用状況や、その子供たちの思

いや課題を把握する、または送り出している保

護者の思いを酌んでいくことが大事だと思いま

す。この課題について、県の姿勢をお聞かせい

ただきたいと思います。担当は総合政策部長と

伺っております。どうぞよろしくお願いします

○総合政策部長（川北正文君） 広域通信制高

校につきましては、本校所在地の都道府県が所

管しており、本校のない本県においては、これ

らの学校や在籍する県内の生徒の実態を十分に

把握することは難しい状況にあります。

 しかしながら、在籍する生徒につきまして

は、本県の高校生であることに変わりはなく、

県としましても、その悩みや相談に対応してい

く必要があると考えております。

 そのため県では、生徒が多く在籍する学校を

中心に学校訪問を行うなど、設置者との関係性

を築くとともに、県に寄せられた生徒や保護者

からの相談に対しては、学校と情報共有を図っ

ております。

 引き続き、子供たちが安心して学べるよう、

学校との連携を深めてまいります。

○岩切達哉議員 文科省発表の高校生年齢の

9.6％ということで当てはめますと、宮崎県内

2,800人ぐらいが広域通信制高校に在籍してい

るという数字になってしまいます。それだけい

るかというのは、なかなか信じ難いところもあ

るんですけれども、大事な若者たち、学んで都

会に行くかもしれません。でも、宮崎に戻って

きてほしい。そういう意味では、きちっとした

対策を今から行っていただきたいと思います。

 次は、県職員の確保の問題で、総務部長に伺

いたいと思います。

 担い手不足はどの産業でも同様に起きていま

すが、県関係の職員も、採用に対する応募が少

ないことや早期離職があることなど、課題が出

ています。

 最初に、県知事部局職員の11月１日付採用が

あったと報じられていました。その意義と効果

を伺いたいと思います。
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○総務部長（田中克尚君） 年度途中の前倒し

採用は、令和２年度から実施しておりまして、

昨年度までに39名を採用しております。

 今年度も、令和８年４月１日採用予定者の中

から、前倒し採用を打診し、応じていただいた

９名を、御指摘のとおり11月１日付で採用いた

しました。

 前倒し採用は、育児休業職員の代替や年度途

中退職による欠員等に対しまして、正規職員を

早期に配置することにより、県政の諸課題に対

応するための業務執行体制を確保することを目

的としております。

 また、職員の負担軽減や育児休業の取得促

進、内定の辞退防止にもつながるものと考えて

おりまして、来年度以降につきましても、業務

執行体制等を踏まえ、柔軟に前倒し採用を実施

する予定としております。

○岩切達哉議員 いろいろ工夫いただいておる

ところであります。県職員、そして教職員、警

察職員も確保が大変になっているという問題意

識がございまして、その立場からの提案でござ

いますけれども、採用に応ずる者に対して、奨

学金返済支援を行うことはできないでしょう

か。

 県内企業の皆さんと県はタイアップして実施

されておりますけれども、県庁関係の職員につ

いても、その確保のために取組ができないで

しょうか、総務部長に伺います。

○総務部長（田中克尚君） 多様化、複雑化す

る県民ニーズに的確に対応するためには、職員

の確保は大変重要ではありますが、受験年齢人

口の減少や民間企業の雇用情勢の影響等により

まして、職員の採用は年々厳しさを増してお

り、様々な取組を進める必要があります。

 その中で県は、御指摘にありました県内企業

への就職・定着を支援する立場でもあることか

ら、職員への奨学金返還支援については、慎重

な検討を要するものと考えております。

 これまでも、多様なインターンシップを通し

た仕事の魅力発信や、受験年齢引上げなどの採

用試験制度の見直し、獣医師のように、特に採

用が困難な職種への修学資金給付事業等に取り

組んでおりまして、これらの取組の効果も検証

しながら、引き続き人材の確保に努めてまいり

ます。

○岩切達哉議員 ぜひ慎重に検討を継続いただ

きたいと思います。

 採用確保、離職防止のためにどう頑張るか。

例えば、できる取組として、職場環境改善に向

けて努力していただくということは必要なこと

だというふうに思います。

 オフィス形態を変更し、フリーアドレスオ

フィスという制度の試行もあったと聞いており

ます。効果はいかがだったか伺いたいと思いま

す。また、気候変動、温暖化の折、せめて暖

房、冷房の空調の利用は柔軟にさせてほしいと

いう声もいただきますけれども、いかがでしょ

うか、総務部長に伺いたいと思います。

○総務部長（田中克尚君） 県政の様々な課題

に柔軟かつ迅速に対応するためには、職員がや

りがいと意欲を持って働くことのできる職場環

境づくりが重要であります。

 フリーアドレスについては、昨年度から一部

の所属において試行しておりまして、コミュニ

ケーションの活性化や業務効率化などの視点か

ら効果検証を進めているところであります。

 また、空調運転については、長引く夏日や時

差出勤に対応した冷房期間、時間の延長など、

可能な限り柔軟に対応しているところでありま

す。
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 建物や設備による制約はありますが、引き続

き、誰もが働きやすい安全で快適な執務環境の

整備に取り組んでまいります。

○岩切達哉議員 環境整備にぜひお取組をいた

だきたいというふうに思います。人口減少の中

でありますので、こういう声もあるということ

で、一歩ずつ確実な改善をお願いしたいと思い

ます。

 では、人口減少の問題から話題を替えまし

て、新田原基地へのＦ－35Ｂ配備の件につい

て、先に質問いたしたいと思います。

 防衛省が10月に行った住民説明会では、騒音

の激化に不安を訴える声も相次いだと認識して

おります。

 防衛省は、今後も地元と協議を続けるとしな

がらも、11月４日からは、予定どおりという

か、宣言どおりに訓練を開始されました。これ

は、私が前回の議会で求めました県民の理解と

納得、特に納得を得ることにはなっていない、

納得があったとは思えない状況で訓練が開始さ

れたと受け止めています。

 知事は、防衛省がこのようになし崩し的に訓

練を開始したことについて、どのように対応さ

れるのか、答弁を求めたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） Ｆ－35Ｂの訓練につい

ては、国が地域住民に対し、10月下旬の説明会

において、負担軽減策や訓練開始時期等を説明

し、その後、11月４日に機種転換のための訓練

が開始されております。

 こうしたＦ－35Ｂへの機種転換の訓練につい

て、新田原基地で必要最小限の訓練を実施する

ことについては、令和３年度の配備決定時に地

元自治体も説明を受けております。地元におき

ましても、今回の訓練開始については、Ｆ－35

Ｂの配備決定時に当初から予定されていた「安

全な飛行のために不可欠なもの」「機種転換の

ための訓練である」というふうに受け止めてい

ると伺っております。

 一方で、それをさらに進めた練度向上のため

の訓練については、国は「地元への丁寧な説明

を行いながら、今後調整する」という考え方を

示しておりまして、現時点で当該訓練は実施さ

れていないものと認識しております。

 県としては、今後も、国の対応を注視しつ

つ、地元自治体と連携しながら、地元に寄り

添った適切な対応を国に求めてまいります。

○岩切達哉議員 県民の生活を守るという知事

の立場から、防衛と外交は国の専管事項という

知事のお立場、考えもあるとしても、このまま

でよいのか疑問に思えるところがあります。

 地方がもっと意見を言う、国に要求する姿勢

が大事と考えます。この基地の強化、Ｆ－35Ｂ

配備と訓練実施の問題に、さらに強く対策を求

めることがあってしかるべきではないかと考え

ますが、重ねて知事の答弁をいただきたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） Ｆ－35Ｂの配備につき

ましては、現在の我が国を取り巻く厳しい安全

保障環境を踏まえ、防衛力の強化が必要である

という判断の下、国の責任において進められて

おるわけであります。

 しかしながら、今年２月に国が垂直着陸訓練

に係る方針転換を示したことから、県として

は、県民の安心な暮らしを確保する立場から、

国に対し、騒音に対する不安や負担感など、地

元の皆様の切実な思いを伝えるとともに、垂直

着陸訓練の必要性の精査や騒音対策の充実など

を繰り返し求めてまいりました。

 ６月には、私から直接、防衛大臣に対し、こ

れらのことを含め、地域といかに共存していく
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かということを真摯に検討するよう要請したと

ころであります。

 自衛隊が円滑に活動するためには、地元の理

解と協力が不可欠であります。引き続き、基地

周辺自治体と連携しながら、地元の理解と納得

を得られる方策を実施するよう国に強く求めて

まいります。

○岩切達哉議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。

 では次は、子供の福祉に関連する質問を行い

たいと思います。

最初に、子供の自殺の問題であります。

 この夏に宮崎自殺防止センターが企画した

「いのち灯すコンサート」は、自死遺族の皆様

や支援者の気持ちに寄り添うような、自殺防止

の一助になる、よい企画だったと思います。自

殺は全国では２万人台で推移し、顕著なのは10

代の女性の伸びが急であると伺いました。

 最初に、自殺数の推移、全体数や性別の変化

などについて確認したいので、福祉保健部長か

ら報告をお願いします。

○福祉保健部長（小牧直裕君） 平成26年と令

和６年を比較しますと、全国では自殺者数全体

で約19.7％減少しているものの、19歳以下では

約42％増加しております。

 また、性別で見ますと、議員御指摘のとお

り、近年、若年層の女性の増加が顕著になって

おり、昨年初めて、19歳以下において女性の数

が男性の数を上回ったところです。

 本県では、自殺者数全体で平成26年の265人

から令和６年の188人と、約29.1％減少してい

るものの、19歳以下では２人から３人に増加し

ております。このうち女性の自殺者数は、両年

ともゼロとなっております。

○岩切達哉議員 報告いただいた最近の自殺者

の動向・推移について、原因とか背景とかをど

のように捉えておられるのかお聞かせいただき

たいと思います。

○福祉保健部長（小牧直裕君） 国の自殺対策

白書によりますと、「10代から20代前半の若者

は、多感な時期にコロナ禍の影響による家庭環

境や学校環境の変化を経験するとともに、情報

化や少子高齢化の急激な進行、人間関係の希薄

化など、若者を取り巻く状況が大きく変化し

た」とされており、子供・若者が悩みや孤独を

抱えやすい環境にあるものと考えております。

 また、女性については、コロナ禍では雇用環

境や家庭環境の悪化が背景の一つとして考えら

れておりましたが、コロナ禍以降も若年女性の

自殺は増加しており、健康問題や学校問題、家

庭問題など、複合的な要因が絡み合っているも

のと考えております。

○岩切達哉議員 現状の数と背景というもので

お聞かせいただきましたが、自殺防止の取組は

大変大事なことで、日本の大きな課題になって

おります。

 子供の自殺防止や若い女性の自殺防止を図る

必要がありますけれども、具体的にどう取り組

んでいくのか、今できること、今から取り組み

たいことなど、具体的な考えをお聞かせくださ

い。

○福祉保健部長（小牧直裕君） 本県の子供に

係る自殺対策としましては、現在、学校におけ

るＳＯＳの出し方に関する教育や、子供のＳＯ

Ｓを受け止めるための支援者向けの研修など、

様々な取組を行っているところですが、これに

加え、学校現場における多職種の専門家が連携

した後方支援の在り方について、現在、教育委

員会と検討を進めているところです。

 また、女性の自殺対策としましては、これま
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で、女性向けの普及啓発ＣＭの作成や、若年層

の女性を対象としたＳＮＳ広告による相談窓口

の案内などを行っております。

 今後も、年代や性別に応じた効果的な取組を

通じて、誰一人自殺に追い込まれることのない

社会の実現を目指してまいります。

○岩切達哉議員 ぜひ手を緩めず御尽力いただ

きたいと思います。

 次に、限局性学習症についてであります。

 発達の特性として、読み書き、計算などのい

ずれかを、また幾つかを苦手とする学習障がい

の状態を指しまして、ＬＤと表現されますが、

この学習障がいの有無を見極めることができる

支援機関が少ないという課題がございます。

 発達障がいを診断判定する機関でも、限局性

学習症の判定は難しいことで、これまで成績が

伸びない原因を知的な問題としていた児童につ

いて、実は識字障がいがあったという例もござ

います。

 教育長に伺いたいと思いますが、教育の場に

おいて限局性学習症を見極めていく体制はどの

ような現状なのかお聞かせください。

○教育長（吉村達也君） 限局性学習症に関

し、学校においては、先生方が日常の学習活動

における行動観察やチェックリストなどの活用

により、児童生徒の実態を把握し、校内で共有

を図っております。

 また、必要に応じて、特別支援教育に精通し

た巡回相談員やスクールカウンセラーなどの専

門家から、児童生徒の支援や通級指導教室の利

用について助言等を受けております。

○岩切達哉議員 例えば、大学受験に当たって

問題を読み上げてもらえさえすれば、すらすら

と解けるというような状態像を持つお子さんも

いらっしゃいます。支援の有無で学習の獲得に

大きな違いが出ます。勉強が苦手な子と言われ

ていたのが、そうではなかったということにな

ります。

 限局性学習症を持つ子供に対する教育の現場

における配慮、支援の現状についてお聞かせい

ただきたいと思います。

○教育長（吉村達也君） 議員御指摘のとお

り、限局性学習症のある児童生徒は、通常の学

級における授業の中で、適切な配慮や支援があ

れば十分に学ぶことができます。

 例えば、書くことが困難な児童生徒には、升

目の大きいノートや、けい線のあるプリントを

準備することで、書くことへの抵抗を軽減させ

たり、読むことが困難な児童生徒には、読む行

の横に定規などを当て、１行ずつ、ずらしなが

ら読むようにさせることで、読む行だけに集中

することができるようにするなどの個別の支援

を行っています。

 また、通級指導教室では、一人一人のニーズ

に応じた、より専門的な指導を行い、自己の障

がいを理解させ、その困難を改善・克服するた

めの力を身につけさせています。

○岩切達哉議員 文科省の調査では、30人学級

であれば２人はいるという割合だそうでありま

す。気づけるか気づけないかということで、学

級担任の責任が重大になる今の体制でございま

す。ぜひ、もう一工夫いただきながら、とりわ

け早い時期にその把握をし、直接的な十分な支

援ができるように御努力いただきたいと思いま

す。

 次に、児童虐待について伺いたいと思いま

す。

 11月は児童虐待防止推進月間でありました。

最近の児童虐待について、どのような状況なの

でしょうか、また、児童虐待防止推進月間に県
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としてどのような取組がなされたでしょうか、

福祉保健部長に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（小牧直裕君） 児童相談所に

おける児童虐待相談対応件数は、令和６年度が

1,987件と、令和４年度の2,019件をピークに高

止まりの傾向が続いております。

 また、虐待の種別では、心理的虐待が全体の

半数を占めており、虐待を受けた児童の年齢で

は、６歳以下が全体の４割と最も多くなってい

ます。

 このため県では、体罰によらない子育てを推

進する研修の実施や、児童相談所虐待対応ダイ

ヤル「189（いちはやく）」の周知徹底を図る

とともに、子供が虐待に限らず幅広く相談でき

る無料の電話・ＳＮＳ相談窓口の設置などを

行っているところです。

 さらに、毎年11月を児童虐待防止推進月間と

定め、児童相談所、警察、市町村が合同で虐待

対応の訓練を行うなど、関係機関の連携強化に

も取り組んでおります。

○岩切達哉議員 児童虐待の件数は高止まりと

いう状況であります。虐待は子供に深い傷を残

しますし、生涯にわたっての育ちに影響する、

また、時には命すら奪うことがある問題で、何

よりその予防が大切であることは言うまでもあ

りません。

 現代は、経済的格差の拡大は現実で、貧困や

ひとり親世帯などを背景とした孤立養育や、夫

婦間のＤＶなど、家庭養育におけるストレスは

大変高く存在しています。

 残念ながら虐待があった場合で、被虐待児に

対するケア、家庭への支援、社会的養護が必要

な場合には、単に場の充実だけではなく関わる

手を厚くするなど、充実を図っていく必要がご

ざいます。

 児童虐待問題についての現状の御認識と、対

策に係る知事のお考えを伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、児童

虐待は、子供の心身に深い傷を残し、成長した

後においても、様々な生きづらさにつながるこ

とから、決して許されるものではありません。

本県の相談対応件数が高止まりしている現状に

は、強い危機感を抱いております。

 このため県では、児童相談所における児童福

祉司や児童心理司の増員に加え、警察職員や弁

護士の配置を行うなど、人員体制と専門性の強

化を図っております。

 また、令和７年度からは、親子関係再構築支

援員を配置し、虐待が発生した家庭の再発防止

にも取り組んでいるところであります。

 また、育児のストレスや経済的な困難など、

様々な課題を抱える家庭の孤立を防止するた

め、全ての妊産婦、子育て世帯、子供に寄り添

い一体的な相談支援を行う「こども家庭セン

ター」の設置を全市町村に促すなど、地域全体

で虐待を防ぐ体制の構築を図っているところで

あります。

 今後も、子供たちが安心・安全に暮らせる虐

待のない社会の実現を目指して、全力で取り組

んでまいります。

○岩切達哉議員 ぜひ、この高止まりという状

況を克服して、虐待のない宮崎というものを目

指して御尽力いただきたい、対策に力を入れて

いただきますように要望したいと思います。

 次は、話題を替えまして、環境問題でござい

ます。

 携帯電話の補助電源として便利なモバイル

バッテリーが発火する事故などが起こり、社会

問題化しています。主にはリチウムイオン電池

が多いようですが、これらについて、環境省は
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自治体に適正な回収を促していると伺います。

 県内市町村の実態、県の支援はいかがか、環

境森林部長に伺います。

○環境森林部長（長倉佐知子君） 全国の廃棄

物処理施設等において、モバイルバッテリーな

どリチウム蓄電池を使用した製品に起因する発

煙・発火が頻繁に発生しており、県内でも令和

６年度に188件が市町村から報告されておりま

す。

 県内市町村におけるリチウム蓄電池の回収に

ついては、今年９月時点で、77％の20市町村

が、ごみステーション回収や施設持込み等の方

法で分別回収を実施しております。

 事故発生を防止するため、国は、家庭から排

出されるリチウム蓄電池を標準的な分別収集区

分の一つとして位置づけ、市町村に分別回収の

徹底を求めており、県としましても、市町村に

対し、適切な廃棄方法の周知及び分別回収の体

制構築を促してまいります。

○岩切達哉議員 リチウム蓄電池、モバイル

バッテリーといえば明白なんですけれども、例

えば手持ちの扇風機みたいなものにも使われて

いて、これが平気でプラごみに出されますと発

火原因になるとか聞かせていただきました。ぜ

ひ、どんなものがリチウム蓄電池なのか、啓発

にさらに御努力いただきたいと思います。

 次いで、ＰＦＡＳについて伺いたいと思いま

す。

 ８月に小林市で、国の指針となる値を超える

ＰＦＡＳが検出されました。新田原基地周辺で

の継続調査の状況もあると伺っております。全

県下の状況と今後の対応について、環境森林部

長に伺います。

○環境森林部長（長倉佐知子君） 水道事業者

である市町村や専用水道設置者である自衛隊等

は、水源等においてＰＦＡＳの水質調査を行っ

ており、本年２月に新富町の新田原基地内で暫

定目標値超過が確認されたほか、８月に小林

市、９月に川南町においても超過が確認されて

おります。

 県では、これらの超過地点の周辺で地下水や

河川の水質調査を行い、新田原基地周辺では５

地点の超過を確認し、超過範囲をおおむね特定

したところであり、小林市及び川南町について

は、それぞれ１地点で超過を確認し、周辺の調

査を継続しております。

 今後とも、超過範囲の特定や発生源の調査を

進めるとともに、継続的に水質を監視すること

により、県民の安全・安心につなげてまいりま

す。

○岩切達哉議員 暫定目標値というものも、い

ろいろ意見があるところだとは思います。もと

もとＰＦＡＳは自然界にないものであり、なか

なか体の中では溶けないということでありま

す。ぜひ、安心・安全のために、引き続きの御

努力をお願いしたいと思います。

 次は、３つの日本一挑戦プロジェクトに関わ

るスポーツランドみやざきづくりについて伺い

たいと思います。

 宮崎県内の運動施設を利用いただいて、ス

ポーツイベントや合宿を招致することは、宿泊

施設利用等の経済的な好影響を及ぼしますこと

から、県内で活動しているスポーツ団体の役員

の皆さんが、大小のスポーツ大会を宮崎に誘致

していただいています。

 大会誘致は、大なり小なり他県との競争もあ

ります。このアマチュアスポーツを誘致するこ

とへの支援制度について、ある長年運営に携

わっている県民の方が、これまで複数回でも大

丈夫だったものが年１回となったと不満を伝え
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てきました。

 サッカーにしろ野球にしろ、成人でも児童で

も、１チームに15人も選手がいれば、その保護

者や関係者がいるということで、10チームでも

来県いただければ、200人とかそんな数になり

ます。200人が２泊もすれば、200万円、300万

円の消費ですが、県の補助といっても、それに

対して10万円であります。

しかしながら、これを春の大会、秋の大会と

一生懸命大会誘致をして、その都度、支援を受

けて、運営費が助かっていたということであり

ますが、今年度になってから年１回限りとされ

たのは、スポーツランドみやざきづくりという

ことに逆行するんじゃないですかという厳しい

意見でございました。

 制度変更になった経過について、商工観光労

働部長に伺いたいと思います。

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 県では、

宮崎再生基金を活用し、コロナ禍からの地域経

済の回復を図るため、令和５年度から３か年事

業として、本県で合宿するアマチュアスポーツ

団体や、本県でスポーツ競技に関するイベント

を主催する団体を支援しております。

 スポーツイベント開催支援については、昨年

度まで、団体ごとの支援回数に上限を設けずに

実施してきましたが、より多くの団体の誘致に

つなげるため、今年度から、支援の回数を１団

体につき年１回までとする見直しを行ったとこ

ろです。

 アマチュアスポーツ団体など多様な団体の誘

致は、大変重要であるため、今後も、市町村や

関係団体等と連携し、様々な施策を通じて合宿

やイベント等の誘致に取り組み、スポーツラン

ドみやざきのより一層の推進に努めてまいりま

す。

○岩切達哉議員 好評であったということで、

うれしい悲鳴ということになるかもしれません

が、それを回数の制限という結果でお示しする

のは残念だなというふうに思うんですね。

 補正を積んででも、どうぞお越しください

と、何百泊でも宮崎に泊まってスポーツを楽し

んでくださいというような姿勢が大事なのでは

ないか。それが、スポーツランドみやざきづく

りということで、将来は宮崎の野球チームが強

くなって、高校野球の優勝旗を持って帰る、そ

の基盤になる、そんなことを展望しながら頑

張っていただきたい。

 ＡＴＰとかＷＢＣもお客様が来てくださるか

ら大変うれしいんですけれども、アマチュアス

ポーツ推進、スポーツランドみやざきの基盤と

して、大事な取組として、どうか強化発展いた

だきたい、お願いしたいと思います。

 ところで、県内各市町村、スポーツ行事にそ

れぞれ独自に支援を行っていただいているよう

でございます。

 ＩＣＴの時代でございますので、大会運営者

が、県、そして市町村それぞれから御支援いた

だきたいというときには、ワンストップで支援

が受けられるように準備いただくことが適当だ

と考えますが、いかがでしょうか、商工観光労

働部長に伺います。

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 県外から

のスポーツ合宿や大会の誘致を増やすために

は、県と市町村の支援を切れ目なく、スムーズ

に案内できる体制を構築することが非常に重要

です。

 一方で、県内の市町村が実施するスポーツ合

宿や大会開催に対する支援は、そのメニューや

対象、手続などがそれぞれに異なっており、一

元的な受付が難しい状況です。
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 県といたしましては、昨年度、県観光協会に

設置した、合宿等の問合せにワンストップで対

応する「ひなたスポーツ観光ステーション」な

どの機能を効果的に活用しながら、関係機関が

より一層連携した支援体制づくりに取り組み、

スポーツ合宿や大会での来県者の増加を目指し

てまいります。

○岩切達哉議員 では、スポーツランドみやざ

きづくりの項目の最後に、ＫＵＲＯＫＩＲＩ

ＳＴＡＤＩＵＭ周辺での駐車場問題について伺

います。

 施設内の駐車場は1,200台ということで、施

設の観客受入れ数は１万5,000人ということで

ありますので、到底この駐車場の量では足りな

いと認識します。

 国スポ・障スポは臨時駐車場で乗り越えると

いうふうに伺っておりますが、不足感が否めな

いところであります。これ以上の整備はないの

か、どのような対策を行うのかお聞かせいただ

きたいと思います。なお、この施設整備に関し

ては教育庁所管ということで、教育長のほうに

伺いたいと思います。

○教育長（吉村達也君） ＫＵＲＯＫＩＲＩ

ＳＴＡＤＩＵＭのある霧島酒造スポーツランド

都城は、毎年実施される高校総体や中体連大会

などを想定し、晴天時のみの活用となる調整池

も含め、公園内に約1,500台の駐車場が整備さ

れております。

 また、大規模イベントの際は、民間企業等の

協力も得て、公園周辺などに約5,100台の臨時

駐車場が確保されております。

 今年度、複数競技が同時に開催された県高校

総体やラグビー及びサッカーの試合において、

駐車場不足は生じていないところであります。

 一方で、臨時駐車場の事前周知の不足等によ

り、公園周辺で渋滞が発生したことから、指定

管理者と連携し、十分な周知を行うなど、イベ

ント規模に応じた運営に努めてまいります。

○岩切達哉議員 駐車場に係る情報提供が大事

だということのようであります。ぜひ適切な対

応をいただきたいと思います。

 ここで最後に、県土整備部長に２問質問させ

ていただきます。

 道路管理上のトラブルについてであります

が、毎議会ごとに道路利用者に対する損害賠償

について報告を受けます。

 昨今の土木工事技術の向上や危険箇所の事前

予防など、努力いただいているところでありま

すが、道路管理上の事故内容は、過去と現在に

おいてどう変化しているのか、また対応につい

て、県土整備部長に伺いたいと思います。

○県土整備部長（桑畑正仁君） 道路管理の瑕

疵に起因する主な事故原因は、倒木や枝の落

下、落石、路面に生じた穴ぼこであります。

 事故原因の傾向は、過去20年を通して大きな

変化は見られませんが、国土強靱化による防災

事業の推進により、落石事故は減少傾向となっ

ております。

 事故内容の確認については、日時、場所、発

生状況などを詳細に把握するため、原則、事故

当事者や県職員のほか、警察を加えた三者で現

地立会いを行い、効率的な事実確認を実施して

おります。

 引き続き、道路パトロールを徹底するととも

に、道路の異状箇所について情報の提供を呼び

かけるなど、道路利用者の安全確保に努めてま

いります。

○岩切達哉議員 落石が減ったということは大

変ありがたいことだと思いますし、いろいろ要

求を、無理難題を言ってくる人もいらっしゃる
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だろうと思います。警察を含めた三者での立会

いということは、非常によいことだというふう

に思います。ぜひ、そのような道路管理の実情

を徹底していただきたいと思いますが、道路管

理といえば除草、草刈りです。

近年、草を刈る回数の減少があるようで、県

道はいいんですけれども、国道はなかなか厳し

いです。そういうような状況はありますが、雑

草が繁茂している場所を通るときは、特に見通

しの悪いカーブなど、事故の危険性まで感じな

がら通過することもあります。

宮崎県の道路はきれいだと好評だった時期が

実は長くありました。従事する職員も努力して

いたと思います。予算の減少などの事情もある

でしょうが、どうか御努力いただきたいという

ことであります。

 予算減の中で、草刈り技術の研究の必要性は

共有できると思います。現状の労働集約型の草

刈りでは、早晩限界が来ると思うところであり

ます。例えば、乗用型機械を活用して草刈りを

行うなど生産性の向上が必要で、民間事業者任

せにしない改革も大事ではないかと思います。

部長の見解を伺いたいと思います。

○県土整備部長（桑畑正仁君） 人口減少や作

業員の高齢化が急速に進行する中、良好な沿道

環境を維持していくためには、草刈り作業の効

率化が重要であります。

 このため、昨年７月に、乗用タイプの草刈り

機による試験施工を行い、機械化による優位性

を認識した一方で、複雑な道路形状への対応や

割高な機械の使用料など、実用化に向けた課題

も確認したところです。

 県としましては、新技術の動向や、国や他県

の状況を注視するとともに、施工者等と意見交

換を行うなど、引き続き、効率的な維持管理の

手法について研究してまいります。

○岩切達哉議員 ありがとうございます。草刈

りが予算減の中で大変厳しい状況というのは承

知しておりますけれども、人手をたくさん集め

ること自体も大変だと伺います。機械化、乗用

型機械の優位性は認識されたという御答弁をい

ただきました。ぜひ研究いただきたい。

 県土整備部長には、美しい宮崎づくりという

ことで、より一層の御奮闘、画期的な取組をお

願いいたしまして、私の全ての質問を終わりた

いと思います。ありがとうございました。（拍手）

○外山 衛議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

 午後は１時再開、休憩いたします。

   午前11時58分休憩

午後１時０分再開

○日髙陽一副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

 次は、山口俊樹議員。

○山口俊樹議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、こ

んにちは。自民党宮崎市選出の山口俊樹です。

傍聴にお越しいただいた皆さん、そしてイン

ターネットで御覧いただいている皆さん、お時

間を割いていただきありがとうございます。本

日は傍聴に、鈴木議長をはじめ、前田市議、高

山市議、市議会の皆さんも来ていただきまし

た。また、夏にインターンで来ていた学生さん

も見に来てくれるということで、かなり学生さ

んには厳しく指導していたので、私の質問を見

てしょぼいなと思われないように、しっかりと

やっていきたいと思います。

 早速質問に入りたいと思います。まず、これ

まで一般質問で取り上げてきた様々な件につい

て、質問後の検討状況などを確認します。
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 最初は、スポーツ施設の有効活用についてで

す。

 昨年、県総合運動公園にてアイドルフェスが

開催され、話題とともに経済効果も評価に値す

るものだったと記憶しております。ただ、それ

以降、なかなか似たような動き、誘致が見えて

きておりません。

 そこでお伺いします。昨年、本県で開催され

たアイドルフェスから１年以上経過いたしまし

たけれども、次年度以降の県有スポーツ施設を

利活用したイベント誘致の取組状況について、

知事にお伺いいたします。

 以上を壇上からの質問とし、以降は質問者席

より行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

 昨年９月の人気アイドルグループ日向坂46に

よるひなたフェスは、全国から多くのファンが

来県され、その後、県内各地域も訪れていただ

いたということで、約29億円という経済効果が

生まれております。

 この効果は短期的なものにとどまらず、本県

の認知度の向上やファンの再訪など、将来にわ

たって波及していくことも期待されます。大変

ありがたい取組だったと考えております。

 また、サンマリンスタジアムを野球以外のこ

うした音楽フェスで活用するというものは初の

試みでありまして、県有スポーツ施設の有効活

用に向けた新たな可能性が示されたと、その手

応えも感じているところでございます。

 次年度以降の県有施設を活用したイベント誘

致につきましては、まずは、これまで築いてき

た日向坂46との御縁を大切にしたいという思い

から、２回目のひなたフェス開催に向けて、私

自身、主催者への要望活動やメンバーへ応援

メッセージを送るなど、様々な働きかけを行っ

ているところであります。

 国スポ・障スポを契機として新設した施設等

を活用する、また、スポーツの様々な施設を生

かして経済効果をより広く波及させていくため

にも、継続的にこうしたイベント誘致を図って

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○山口俊樹議員 ありがとうございます。昨年

の質問の際は、「今のところ、ひなたフェスに

続く音楽フェスの予定はないです」とはっきり

とした答弁でしたけれども、今回はちょっと

ニュアンスが違うようです。２回目の開催に向

けて、知事自ら働きかけを行っているというの

は、開催に向けて期待が持てるのかなと思った

ところでございます。吉報が届くことを楽しみ

にしたいと思います。

 昨年の質問では、県有スポーツ施設のイベン

ト開催について、企画会社などへニーズ調査を

行いますという旨の答弁もいただきました。１

年ほど経過しておりますけれども、県有スポー

ツ施設を活用したイベント開催に関する、企業

へのニーズ調査等の調査結果について、商工観

光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（児玉浩明君） 昨年度実

施したニーズ調査では、大規模な音楽イベント

の場合、数年前からスケジュール調整が必要で

あること、また、宿泊施設や交通事業者等との

受入れに係る十分な連携が重要であること、さ

らには、地方における興行は都市部と比べて収

益確保が難しいため、天然芝の復旧や施設利用

料の負担軽減が課題であるなどの意見がござい

ました。

 一方で、本県でのイベント開催に際しては、

ひなたフェスの事例のように、宮崎との親和性
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やストーリー性の有無がその判断に大きく影響

するとの考えも示されました。

 県としては、こうした調査結果も踏まえなが

ら、２回目のひなたフェス開催を含め、県有ス

ポーツ施設のイベント活用に向けた検討を現在

行っているところであります。

○山口俊樹議員 課題や成功へのポイントの整

理ができましたということでした。県内各地で

どんどん誘致していただいて、都会に出なくて

もコンサートやイベントに参加できる、さらに

は、宮崎らしい、宮崎だからできるものへと価

値を高めていっていただきたいと思います。大

いに期待しております。

 次に、県の施設全体のことについて、一つ提

案も含めて質問させていただきます。

 現在、県の施設を利用しようとした場合、各

施設ごとのホームページで、施設概要とか空き

状況を確認して予約するという形になっており

ます。指定管理者の違いなどが要因かもしれま

せんが、宮崎市とか都城市などでは、市の施設

全体の公共施設予約システムというものがござ

いまして、スポーツ施設、文化施設、さらには

学校施設なども含めて、利用目的に応じて検

索、そして空き状況の確認、さらには予約まで

することができます。

 県の施設でも同じように、県民の皆さんが分

かりやすく簡単に、施設の検索、空き状況の確

認、予約ができるようにしたいなと思っている

ところです。

 そこでお伺いいたします。県民が利用可能な

県有施設を容易に検索・確認・予約できる仕組

みを構築する考えはないか、総合政策部長に伺

います。

○総合政策部長（川北正文君） 県民が県有施

設の空き状況などを容易に検索・確認できるこ

とは、利便性向上はもとより、県有施設の有効

活用にもつながるものと考えております。

 このため、まずは、県民の皆様が使用できる

施設について、その用途や問合せ先等の情報を

整理し、県庁ホームページ内に一覧で確認する

ことができるページを今年度内に作成いたしま

す。

 なお、電子申請による予約システムの導入に

つきましては、施設の管理・運営方法、利用条

件など、施設ごとに異なっておりますので、今

後、担当部局と協議しながら検討を進めてまい

ります。

○山口俊樹議員 少なくとも検索できる仕組み

を新たにつくりますということでございます。

ありがとうございます。こうした仕組みは、多

くの都道府県ではまだ積極的には行われていな

いようです。宮崎が先進地となって、県民の皆

さんがここも利用できるんだと新たな発見をし

たり、文化やスポーツの活動が気軽にできる仕

組みをつくっていただきたいと思います。

 続いては、宮崎港についてでございます。

 宮崎港は、分譲地をはじめ、毎回のように取

り上げさせていただいておりますけれども、今

回は宮崎港東地区の整備について伺います。

 昨年質問した際は、宮崎港では、特に東地区

を中心に原木、木材の取扱量が増加していて、

それに対応していくためには、用地の拡張工事

もしていきますというお話を伺いました。

 さらに、未整備の第14岸壁が整備されると、

船を接岸、近づけて荷物を下ろしたり積んだり

できるようになるわけですけれども、その岸壁

の整備に向けてもニーズ調査をやっていきます

という答弁もいただいております。その後、１

年たちまして、宮崎市からも第14岸壁を含めた

整備要望も出ておりますので、どういう状況な
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のか確認したいと思います。

 宮崎港東地区におけるニーズ調査の結果と、

今後の整備に向けた取組について、県土整備部

長に伺います。

○県土整備部長（桑畑正仁君） 宮崎港では、

原木の年間取扱量が７月には過去最大の７万ト

ンを超えるなど大幅に増加しており、また、９

月に国際条約に伴う保安対策を実施したことに

より、外国貨物船の利用も増えてきておりま

す。

 このため、現在、埠頭用地3.4ヘクタールの

拡張工事を進めているところであり、来年夏頃

の全面供用を予定しております。

 また、企業ヒアリングによるニーズ調査で

は、近年の脱炭素化に向けた動きを背景に、今

後、鉄スクラップなどの取扱いも増加すること

が見込まれています。

 県としましては、増加する貨物や新たな需要

等に対応するため、第14岸壁の早期事業化を国

へ求めるなど、関係団体等と連携して、東地区

のさらなる整備に取り組んでまいります。

○山口俊樹議員 拡張用地は来年の夏頃に全面

供用開始を見込むという、新しい情報もいただ

きました。さらに調査によってニーズも確認さ

れたようですので、これを根拠に力強く整備に

向けて進んでいただきたいと思います。引き続

き注目してまいりたいと思います。

 続いて、個別施設計画について伺います。

 この個別施設計画は、各施設の維持管理や改

修の長期的な計画を定めたものです。私は事あ

るごとに、公表してくださいと訴えてまいりま

した。そして、この10月、全部ではないですけ

れども、行政系施設と職員宿舎については公表

いただきました。調整いただいた皆さんに感謝

申し上げたいと思います。

 まだ公表されていない部分については、引き

続き公表に向けてよろしくお願いしたいと思っ

ておりますが、公表されたものを見てみると、

予算の確約はないかもしれませんが、今後10年

ほどにおいて、これくらいの件数の改修工事と

か保全・安全対策などをやっていく必要があり

そうだなというものが示されております。

 あくまで計画ということで、予算の制約とか

想定外の事案、想定よりも長もちしそうだなと

いうこともあるでしょうが、計画と現状はどれ

ぐらい整合性があるのかを確認したいと思いま

す。

 行政系施設及び職員宿舎の個別施設計画にお

いて掲げている対策の対応状況について、総務

部長に伺います。

○総務部長（田中克尚君） まず、今年度に改

訂した行政系施設の計画では、今年度に対策を

計画している202棟のうち、着手見込みが88棟

であります。

 また、職員宿舎の計画は、昨年度改訂いたし

ましたが、６年度の128棟のうち、着手済みが

６棟、７年度は、計画168棟のうち、着手見込

みは５棟となっています。

 着手率が低くなっている理由としましては、

実地確認の結果、必要性が比較的低いと判断し

たことや、特に職員宿舎については、県民への

影響が比較的大きい行政系施設を優先させたこ

と等からであります。

 今後は、他部局とも連携しながら、計画を実

行していく仕組みづくりを通じて、建物の長寿

命化を着実に進めてまいります。

○山口俊樹議員 計画上は202棟やるはずだっ

たけれども、実際は着手が88棟ですと、168棟

をやるはずだったけれども５棟ですと、計画の

運用がきちんとなされているのか、ちょっと怪
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しいなという状況が明らかになりました。

 以前、総務部が中心となって計画の推進をし

ますと答弁をいただいておりますので、進捗管

理の在り方の整理、そして運用をよろしくお願

いしたいなと思います。持続可能な施設運営が

できるように、これからも注目してまいりたい

と思います。

 続いて、収入証紙についてでございます。

 金曜日に二見議員も質問されておりまして、

正直、内容がかぶりました、一緒でございま

す。ただ、私も昨年の６月に取り上げておりま

すので、私からも質問させていただきます。

 県民の皆さんは免許の更新のときなどでしか

触れる機会がないかもしれませんが、収入証紙

という、お金を払いましたよという証明をする

切手みたいなものがありまして、宮崎県では

738の事務手続で収入証紙を使っている、場合

によっては収入証紙でしか手続を行えないとい

う状況でございます。

 全国的には、キャッシュレスとか事務処理の

効率化の観点から、収入証紙の廃止が進んでい

ます。もちろん廃止によって影響を受ける方が

いらっしゃるのは承知しておりますけれども、

私は、廃止して事務手続の見直しを図るべきだ

という立場でございます。昨年もそうした廃止

すべきだという主張をして、その際は、いろい

ろと検討していきますという答弁をいただいた

と思っております。

 そこで伺いますが、昨年の６月議会で質問し

た本県における収入証紙の取扱いについて、そ

の後どのように検討されたか、他県の状況も併

せて、会計管理者に伺います。

○会計管理者（平山文春君） 収入証紙の取扱

いにつきましては、全国で既に10の都府県が廃

止し、今後18の県で廃止予定となっており、こ

れらの都府県では、収入証紙に代わって、電子

申請と併せた電子納付や、行政窓口でのキャッ

シュレス決済などの納付方法に移行しておりま

す。

 本県においても、現在、庁内ワーキンググ

ループにおいて、電子申請と併せた電子納付や

ＱＲコードによる収納の拡大、行政窓口での

キャッシュレス決済など、様々な収納方法の導

入について、関係部局と調整を進めておりま

す。

 今後もこれらのキャッシュレス化の取組を進

めながら、収入証紙の販売状況や売りさばき所

の動向、利用者の意向を把握し、キャッシュレ

ス決済が困難な方への対応策も含め、収入証紙

の取扱いについて検討を進めてまいります。

○山口俊樹議員 全国の半分以上の都府県で廃

止に向けた動きが進んでいますと。宮崎はまだ

ちょっと検討しています、調整していますとい

うことです。私からすると、１年以上検討の時

間があって、関係者の意向確認などもこれから

ですというのは、ちょっとスピードとしていか

がなものかなというふうに思っています。

 実務としては、廃止の方針を決めてから実際

の廃止までは、年単位の時間がかかるというこ

とでございますけれども、あくまで方針を決め

ないと動き出すこともありません。廃止の方針

の決断が遅れれば、他県からも遅れ、宮崎でい

えば、それだけ700を超える仕事の業務改善が

遅れるんです。こうした効率化ができていない

業務の積み上げが、じわじわと働き方などに悪

い影響として効いてくるんじゃないかなと考え

るところでございます。

 まず決断して方針を出す、これがスタートで

す。この廃止について最終決断をするのは誰で

すかと確認したところ、知事ですということで
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すので、知事に伺いたいと思います。

 宮崎県の700を超える事務の効率化のため

に、さらには、効率化に積極的に取り組む姿勢

を見せて、さらに県庁がよりよい組織になって

いく風土をつくっていくために、決断していた

だきたいなと。来年度予算の編成方針のポイン

トでも、ＩＣＴによる効率化を掲げていらっ

しゃいます。デジタル化等が進む中、他県と同

様に収入証紙を廃止すべきだと私は考えます

が、知事の考えを伺います。

○知事（河野俊嗣君） 社会の様々な分野でデ

ジタル化が急速に進展する中で、公金収納にお

けるキャッシュレス化は、県民の皆様の利便性

向上はもとより、行政サービスの円滑化・効率

化を図る上で、大変重要な課題であると認識し

ております。

 収入証紙は、申請窓口での現金の取扱いが不

要で、納付金額が申請書で確認できるなど、行

政側のメリットがありますが、利用者にとりま

しては、販売所まで足を運んで収入証紙を購入

した上で、申請書に添付して窓口に提出すると

いう手間がかかることがデメリットとなってお

ります。

 全国的には、さっき御指摘がありましたとお

り、半数以上の都府県が、既に収入証紙を廃

止、または廃止予定となっております。廃止の

前提として、代替手段としてのキャッシュレス

決済へ円滑に移行させる必要があり、方針が出

されてから実際に廃止するまでに何年かを要し

ているという状況であります。

 このような状況を踏まえ、今後、収入証紙の

取扱いについて年度内を目途に方針を示した上

で、本県における公金収納のキャッシュレス化

を迅速かつ円滑に進めてまいります。

○山口俊樹議員 本音を言えば、ここで決断し

ていただきたかったんですが、年度内には一定

の方針を出すと約束していただいたので、大き

な前進かなと思います。

 この件のように、知事の決断で物事が大きく

早く動くわけですから、やるのかやらないのか

御自身が決めるために、必要な情報があるな

ら、担当にお話ししてデータをもらうなり、決

断材料を集めてもらうなどして、主体的に決断

するという動きをしていただいて、これまで以

上にスピードある県政になることを期待したい

なというふうに思います。

 続いて、♯9910について伺います。

 ♯9910は道路の異状を管理者にお知らせする

システムで、国土交通省がやっています。ちな

みに、私は途中までハッシュタグ9910とずっと

言っていまして、恥ずかしい思いをしたところ

です。シャープですので、お間違いなく、よろ

しくお願いします。

 まずは、このシステムの概要と利用状況、そ

して、♯9910は国土交通省ですけれども、県内

の市町村には、道路損傷を通報するアプリなど

似たような仕組みがあるのか、県土整備部長に

伺います。

○県土整備部長（桑畑正仁君） 道路緊急ダイ

ヤル♯9910は、道路の穴ぼこ、落下物などの異

状を利用者が発見した場合に、道路管理者が24

時間体制で通報を受け付け、迅速に対応するこ

とを目的に、平成17年12月より全国で実施して

おります。

 県内の利用状況につきましては、県管理道

路、市町村道路において、昨年度は2,277件の

通報があり、10年前と比較しますと、約4.5倍

となっております。

 また、道路損傷を通報するアプリは、宮崎市

をはじめ、４市４町において導入されておりま
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す。

○山口俊樹議員 私も宮崎市のアプリも♯9910

も両方使ったことがあるんですけれども、通報

箇所はすぐ補修されておりました。

 この♯9910は、電話だけではなくてＬＩＮＥ

でも気軽に通報できたり、さらには、道路の管

理者をこちらで判断しなくても通報できる点が

いい点だと思っています。

 穴ぼこを見つけて、ここは宮崎市の市道だか

ら市役所に、ここは県道だから県庁に連絡しよ

うというのは、なかなか考えないし、そもそも

分からないですよね。誰が管理者なのかを♯

9910の場合システム側で判断してくれますの

で、通報する側は写真を撮って送ったりするだ

けでオーケーです。

 ただし、せっかくのこのシステム、各自治体

において、活用、お知らせがなかなかされてお

りません。とある自治体だと、ホームページに

「穴ぼこなどを見つけたら」という記載があっ

たときには、「県道は宮崎県の土木事務所へ、

市道は道路○○課へ」みたいな、電話番号だけ

載っている状況が見受けられる。もったいない

ですよね。♯9910で全部オーケーです。

 そこで伺いたいと思います。♯9910のさらな

る普及に向けて、市町村との連携が重要だと思

いますが、県としてどのように取り組むのか、

県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（桑畑正仁君） 道路の異状を

早期に把握し、迅速な対応を図ることは、利用

者の安全につながりますので、♯9910の普及を

進めていくことは、重要であると考えておりま

す。

 このため県では、県庁ホームページでの掲載

のほか、県政番組の放送、道路情報板への標

示、パンフレットやチラシの配布、道の駅での

広報活動など、広く周知を図っております。

 今後は、さらなる普及を図るため、各市町村

のホームページに♯9910の掲載を依頼するな

ど、市町村とも連携して、積極的に取り組んで

まいります。

○山口俊樹議員 国が仕組みを整えてくれてい

ますので、国の仕組みに乗っかりましょうと県

がお知らせすることも、市町村の負担軽減につ

ながるかなと思っています。ぜひこのシステム

をどんどん使っていただいて、みんなでよい道

路環境をつくっていきましょう。

 続いて、樋門について２問伺いたいと思いま

す。

 大雨のときなどに、河川が氾濫しないように

必要な樋門や水門ですけれども、門を開けたり

閉めたりするのが、現地に行って、そして人の

手で行わないといけないということで危なかっ

たり、人手や操作の担い手がいなくなってきて

いるということが課題として挙げられておりま

す。

 その解決策として、県は水圧によって自動開

閉するフラップゲートでの対応を進めていると

いう状況だと認識していますが、そこでまず、

県管理河川における樋門の自動閉鎖化の進捗状

況について、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（桑畑正仁君） 県管理河川の

樋門につきましては、操作員の負担軽減と安全

確保を図るため、水圧で自動的に閉鎖するフ

ラップゲートによる自動閉鎖化を進めていると

ころであり、樋門総数906基のうち、38.9％に

当たる352基の整備を完了し、現在、13基の整

備に取り組んでおります。

 今後、自動閉鎖化を実施する樋門について

は、過去の浸水被害や背後地の利用状況などか

ら抽出を行い、今年度策定する長寿命化計画に
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位置づけることとしております。

 整備に当たっては、重要性が高く、操作環境

が厳しい樋門から優先して自動閉鎖化を進めて

まいります。

○山口俊樹議員 どの樋門を自動化するのかと

いうのは、長寿命化計画を今作成していて、そ

こで数を把握する、整理するという段階である

そうです。ただ、現時点で全体の39％ほどが自

動化できているという状況ですから、対応しな

くてはいけない箇所はまだまだあるんじゃない

かなと想定されます。

樋門については、各市町村にとって喫緊の課

題の一つでして、とにかくスピード重視で対応

してほしいという声も聞くところです。

 そうした中で、県が進めているフラップゲー

トによる自動開閉化以外にも、別の方法で自動

化したい、ＤＸ化したいという提案が基礎自治

体、市町村から出ているという話を聞いており

まして、私としては、前向きに検討してもいい

のかなと思っているところです。

 そこでお伺いします。基礎自治体からのフ

ラップゲート以外の手法での提案もあるようで

すけれども、樋門操作のさらなる作業環境のス

ピード感ある改善のために、今後の県の対応に

ついて、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（桑畑正仁君） 樋門は、洪水

や津波による浸水被害を防ぐ施設であり、近

年、水災害が激甚化・頻発化する中、その適切

な操作が重要になることから、県では、樋門の

自動閉鎖化を推進しております。

 一方で、自動閉鎖化には時間と費用を要する

ことから、操作時の省力化につながる機器への

更新や夜間照明の設置など、負担軽減にも取り

組んでいるところです。

 県としましては、国土強靱化予算を活用し、

自動閉鎖化を加速させるとともに、市町村の御

意見を伺いながら、新技術の活用など、作業環

境のさらなる改善にも積極的に取り組んでまい

ります。

○山口俊樹議員 新技術の活用にも積極的に取

り組んでいきますということでしたので、各市

町村と連携を取りながら、柔軟な判断と対応を

よろしくお願いいたします。

 続いて、文化財について伺いたいと思いま

す。

 県総合博物館と県立美術館の収蔵品とその展

示の在り方について質問していきます。

 まず、県総合博物館について伺いますが、県

総合博物館の収蔵資料点数と収蔵スペースの状

況について、教育長に伺います。

○教育長（吉村達也君） 総合博物館は、宮崎

の自然と歴史に関する動物、植物、地質、考

古、歴史、民俗、６部門の資料を所蔵してお

り、これらを合わせた資料点数は、令和７年３

月末現在、16万6,293点であります。

 これらの資料のうち、展示資料を除くものに

ついては、館内の収蔵庫に保存しており、現

在、そのスペースの約７割を占有しておりま

す。

○山口俊樹議員 16万点以上の収蔵品がある

と。すごく多い数ですね。そしてまた、スペー

スは７割ぐらいが埋まっていますと。収蔵品と

いうのは、売却や処分とかはしないで、基本的

にずっと保有し続けるそうなので、スペースに

ついても都度確認していく必要性というのは感

じたところです。

 さて、これだけ多くの収蔵品があると、長期

にわたって収蔵されたままというものもたくさ

んありそうです。文化的に貴重で簡単に出せな

いという理由もあるかもしれませんが、収蔵品
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も県民の資産ですし、できるだけ目に触れる機

会をつくることが大事だなと思います。

 そこでお伺いしますが、長期収蔵されたまま

の資料を県民へ公開するための博物館の取組、

工夫について、教育長に伺います。

○教育長（吉村達也君） 総合博物館では、常

設展示のほか、特別展やミニ展示、移動する博

物館として学校や地域に出向く「どこでも博物

館」などにより、できるだけ多くの収蔵資料を

活用しております。

 また、現在、「みやはくデジタルコレクショ

ン」や「みやざきデジタルミュージアム」など

において、デジタルアーカイブ化による資料の

公開を順次進めており、これまで展示機会の少

なかった貴重な資料も含め、多くの県民の方々

に見ていただけるよう取り組んでいるところで

あります。

 教育委員会としましては、引き続き、実物と

デジタルの活用により、利便性の向上を図って

まいります。

○山口俊樹議員 実物とデジタルの併用でやっ

ていきますと。デジタルの取組については、２

つ名前が出てまいりました。

まず、「みやざきデジタルミュージアム」

は、博物館のみならず、美術館とか埋蔵文化財

センターを含めて、収蔵物などを検索できる仕

組みです。多くの情報を網羅的に探せるんです

けれども、課題があるようで、アップできる画

像とかに制限があって、収蔵品をしっかり見る

というためには、ちょっと不向きかなという話

も聞いています。

 もう１つが「みやはくデジタルコレクショ

ン」、こちらはアップできる画像とかはそれな

りにきれいだそうで、今後はこちらをメインに

使っていく方針だということのようです。た

だ、こちらも課題があって、まだできたばかり

のサイトなので、紹介されている展示品が極め

て少ない、今10個ぐらいだったと思います。ま

た、個人的な印象ですが、ちょっとページデザ

インがダサいなというか、あんまりわくわくし

ないなと思ったところです。

 この２つのデジタルの取組を、役割を明確に

しながら、それぞれ魅力あるものへと改善して

いただければなというふうに思います。

 続いて、同様に美術館についても伺います。

 まず、収蔵品の数について、以前、齊藤議員

が質問されて、約4,000点という答弁がありま

したけれども、県立美術館の収蔵作品の点数

を、数字を丸めずに答弁を、教育長、よろしく

お願いいたします。

○教育長（吉村達也君） 県立美術館の収蔵作

品につきましては、絵画、彫刻、写真、書など

があり、令和７年３月末現在で4,260点となっ

ております。

○山口俊樹議員 4,260点ありますよというこ

とでございました。県立美術館は御承知のとお

り、10月で開館30周年を迎えております。歴史

を紡いできているわけですが、この4,260点は

どれほど県民の皆さんの目に触れてきたのか確

認したいと思います。

 この4,260点のうち、長期にわたり、今回30

周年を迎えているので、半分の15年以上展示さ

れていない収蔵作品はどれくらいあるのか、教

育長に伺います。

○教育長（吉村達也君） 県立美術館では、

4,260点の収蔵作品をコレクション展や特別展

などで計画的に展示しておりますが、令和７年

10月現在、15年以上展示されていない作品は

2,041点であり、収蔵作品の48％になります。

 未公開作品につきましても、今後、順次展示
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していくこととしておりますが、研究を主目的

として収集しているものや傷みが激しいものに

ついては、展示を控えることにしております。

○山口俊樹議員 15年以上展示されていない作

品は2,041点、48％ありますよと。傷みとかで

展示が難しいものもあるようですけれども、そ

れを考えても、ちょっともったいないなという

ふうに感じたところです。

 博物館のときにも申し上げましたが、県民の

資産でもありますので、できるだけ目に触れる

機会をつくっていただきたい。

 そこで伺いますが、長期にわたって展示され

ていない作品への対応を含め、県立美術館の収

蔵作品を県民へ公開するための取組について、

教育長に伺います。

○教育長（吉村達也君） 県立美術館では、県

民の財産である収蔵作品をできるだけ多くの県

民に親しんでいただけるよう、様々な取組を

行っているところです。

 例えば、年４回、作品を入れ替えながら、収

蔵作品を無料で公開するコレクション展や、県

内市町村において収蔵作品を展示する「旅する

美術館」などで、年間を通して400点程度の収

蔵作品を展示しており、引き続き、未公開作品

も含め、計画的に公開してまいります。

 また、インターネット上の「みやざきデジタ

ルミュージアム」において、現在1,280点の収

蔵作品を公開しております。今後、全収蔵作品

のリストのデジタル化や「みやざきデジタル

ミュージアム」の更新を行い、多くの作品情報

の提供に努めてまいります。

○山口俊樹議員 年間を通して400点程度の展

示ということで、毎年展示を求められるような

人気作品もあるでしょうし、やはり未展示品な

どには、計画的な展示への配慮が必要なのかな

と思いました。

 博物館同様に、デジタル対応、「みやざきデ

ジタルミュージアム」の話がありましたけれど

も、画質等の問題もあるようですので、デジタ

ルでの見せ方についても改めて検討をお願いし

たいと思います。

 また、先ほどの答弁で、全収蔵作品のリスト

のデジタル化には初めて触れていただいており

ます。これは早期にやっていただいて、収蔵品

の全貌を県民に公開する、そしてコレクション

展などでの県民からのリクエストに生かすとい

うことをお願いできればと思います。

 続いて、警察行政についてでございます。

 皆さんは検視官という役割を御存じでしょう

か。よくドラマ等で目にする、御遺体を解剖し

たりする検死とは若干異なります。

 県警で一定の訓練等を受けた方しか対応でき

ないもので、孤独死などを含め、御遺体に事件

性がないかというのを最初に現場に行って判断

していく、大事で大変なお仕事です。

 まず、検視官の役割と本県の検視官の配置状

況について、警察本部長に伺います。

○警察本部長（髙井良浩君） まず、本日の私

からの説明で、死体取扱業務という表現を用い

ますけれども、これは全国警察で統一された言

い方でございますので、御理解を賜れればとい

うふうに思います。

もとより、お亡くなりになった方の御遺体を

拝見させていただくに当たっては、いささかも

礼を失することがあってはならないということ

は、基本中の基本として強く指導しているとこ

ろでございます。

 検視官についてでありますが、検視官は、犯

罪死の見逃し防止を図るとともに、死因、身元

を明らかにするための死体取扱業務を主な任務
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としておりまして、全ての都道府県警察に配置

されております。

 本県警察では、的確な死体取扱業務を実施す

るため、刑事部捜査第一課に検視官室を設置

し、警視の検視官室長のほか、警部の検視官４

名とその補助者である警部補４名の合計９名体

制を整備しております。

 死体取扱業務に当たっては、検視官とその補

助者を２名一組として４班を構成し、４交代制

で勤務することで24時間365日対応できる体制

を整えております。

○山口俊樹議員 全都道府県に検視官の方はい

らっしゃるんですけれども、本県は９名で24時

間365日、さらには全県下の御遺体に対応して

いるということで、肉体的にも精神的にも大変

な役割だなと感じるところでございます。

 今後、高齢社会を迎えて検視の必要性はさら

に増してくるでしょうし、実は大規模災害が

あった際にも、検視官の方々は遺体安置所等で

御遺体を見るという役割もあります。この９名

という人数で大丈夫なのかなと、ちょっと気に

なりますよね。

 そこで伺いますが、検視官の取扱件数及び臨

場率―これは現場に検視官の方が行った割合

ですけれども、この状況と今後の検視官の育成

配置について、警察本部長に伺います。

○警察本部長（髙井良浩君） 本県警察におけ

る死体取扱数及び検視官臨場率を直近３年分で

申し上げます。令和４年中は1,467件、臨場率

は約98.9％、令和５年中は1,465件、臨場率は

約99.1％、令和６年中は若干増加いたしまして

1,633件、臨場率は約99.8％となっておりま

す。

 検視官は、極めて高度な死体所見に関する知

識や、御遺体、現場に対する観察力、捜査力等

を有する人材を配置する必要がございます。

 本県警察では、捜査経験豊富な候補者を選定

して、検視官の補助者として検視官室に登用し

育成しているほか、東京にあります警察大学校

における専門研修を受講させるなど、後継者の

育成にも取り組んでいるところであります。

○山口俊樹議員 取扱件数は伸びつつある傾向

で、臨場率ほぼ100％と。お話を伺うと、臨場

率よりも事件性を見逃さないということに重き

を置いているそうなんですけれども、参考まで

に申し上げますと、全国の臨場率の平均は2024

年で82.4％というのがありますので、宮崎県警

は全国と比較してかなり高い臨場率となってい

るようです。

 ただ、今回質問する中で分かったんですけれ

ども、検視官については、配置基準のようなも

の、人口とか都市の規模当たり何人配置してく

ださいというものはないそうです。つまり、人

員が足りているか足りていないか判断できない

ということになろうかと思います。

 警察本部長は国から来ていらっしゃいます

が、組織として、業務量をどう捉えて人材配置

をどうしていくのかということを問題意識とし

てより強く持っていただけると、地方の組織も

安定して運営できるのではないかなと感じまし

たので、意識を向けていただきますようお願い

申し上げます。

 引き続き、警察本部長へ交通関係について２

問伺います。

 午前中に松本議員も触れていらっしゃいまし

たけれども、来年の４月から、道路交通法改正

に伴って自転車に青切符が適用されると。つま

りルール違反をすると罰金が科せられますとい

うことを御存じでしょうか。3,000円から１万

円を超えてくる場合もあるようで、特に通学な
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どで自転車を使う中高生は、知らなかったとな

らないようにしてほしいなと思います。

 そこで伺いますが、自転車の青切符の導入に

向けた学校現場等への周知について、警察本部

長に伺います。

○警察本部長（髙井良浩君） 来年４月１日か

ら施行されます自転車の交通違反に対する交通

反則通告制度、いわゆる青切符の制度について

は、16歳未満の方については、制度の対象外と

いうことであります。

 他方で、現時点で16歳未満の方であっても、

自転車乗用中の携帯電話の使用等が禁止されて

いるということに変わりはございませんので、

自転車を安全に利用するための交通安全教育は

必要であるというふうに考えておりまして、中

学生等にも交通安全教室や街頭活動において、

制度の趣旨等を周知しているところでありま

す。

 来年４月１日の施行を控えて、警察といたし

ましては、関係機関・団体と連携し、制度の趣

旨や反則金に関するチラシの学校等への配布、

ホームページ、ＳＮＳの活用、街頭活動の強化

など、あらゆる機会を活用して、さらなる周知

を図ってまいります。

○山口俊樹議員 年齢的なものでいくと、青切

符としては中学生は恐らく対象外だろうと。た

だ、高校生は対象になる場合があるかなと思い

ます。罰金等がなくてもルールは守ることは当

然なんですけれども、学生さんがもし切符を切

られて、お金を払わないといけないとなると、

金銭的にもメンタル的にも非常に厳しいものが

あるかなと思いますので、学生への周知は改正

までに丁寧に説明をお願いしたいなと思いま

す。

 続いてもう１問、交通事故の現場検証におい

て、新しいシステムが出てきておりまして、そ

のシステムを導入すると、事故の現場検証がか

なり短時間で正確にできることによって、現場

の労働環境の改善や事故による通行止めの大幅

な短縮といったメリットがあるようです。

 モービルマッピングシステム、モバイルマッ

ピングシステムなどと呼ばれておりまして、福

岡県警などでは既に導入されて効果を発揮して

いるようですけれども、このシステムの本県へ

の導入について、警察本部長に伺います。

○警察本部長（髙井良浩君） 御質問いただき

ましたＭＭＳとは、モービルマッピングシステ

ムの略でありますけれども、全方位カメラ等を

搭載した車両で交通事故現場を走行しながら撮

影して、自動的に図面化するというシステムで

あります。

 このＭＭＳは、御指摘いただきましたとお

り、事故現場における交通規制の時間が短縮さ

れるなどのメリットがありますけれども、費用

負担が大きくなるということもありまして、現

時点では、警視庁や、御質問にもありました福

岡県警察など、４都県で導入されているにとど

まっているところでございます。

 本県では現在のところ導入予定はございませ

んが、今後、他県の導入状況などを参考にしな

がら、導入に向けた検討を進めてまいりたいと

考えております。

○山口俊樹議員 先進的な県警では取り入れて

いるけれども、ちょっと高いということです。

億単位のいいお値段とも聞いていますので、費

用対効果の判断は大事だと思います。

 今回、警察行政をいろいろと伺ってきました

けれども、まだまだＤＸとかそういった面で改

善の余地はあるかなと思っています。熱意と体

力のある皆さんで構成されている組織でしょう
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から、強いフィジカルとメンタルでいろいろ何

とかできるということかもしれませんが、人手

不足は警察も例外ではないでしょうから、業務

効率化には積極的に取り組んでいただきたいと

思います。

 続いて、大学入試への対応ということで、２

問お伺いしたいと思います。

 私が受験生だった頃は、一般選抜と呼ばれる

学力主体での選考が主でしたけれども、近年は

選抜方法も多様化して、だんだんと推薦等によ

る選抜が増えてきているようです。学生の進路

の希望をかなえていくため、そうした選抜にも

県立高校も対応しなくてはいけません。

 まず、本当に選抜方法が多様化しているのか

確認したいと思います。大学入試の合格者のう

ち、推薦等の選抜区分の割合について、全国と

本県県立高校の状況はどうなっているでしょう

か。また、合格者だけでなくて、全国の入学者

の割合についても伺いたいと思います。教育

長、答弁をよろしくお願いいたします。

○教育長（吉村達也君） 令和６年度の大学入

試において、入学志願者の能力、意欲、適性等

を多面的、総合的に評価・判定する総合型選抜

における大学合格者の割合は、本県が6.8％、

全国が7.2％となっております。

 また、校長の推薦に基づき、調査書を主な資

料として評価・判定する学校推薦型選抜におき

ましては、本県が20.4％、全国が17.9％となっ

ております。

 なお、全国における総合型選抜と学校推薦型

選抜による入学者の割合は、年々増加してお

り、大学入学者のうち、総合型選抜が16.1％、

学校推薦型選抜が35％、合わせて51.1％となっ

ております。

○山口俊樹議員 推薦入試には２種類あって、

学生の能力とかを評価する総合型と、学校の成

績などを評価する学校推薦型があります。宮崎

の場合、学校推薦型は全国と遜色ない合格者の

割合で、むしろちょっと高いぐらいですが、総

合型はちょっと低めになっていることが分かり

ました。また、入学者ベースで見ると、既に半

数以上が推薦等で入学となっているという実態

が分かりました。

 ただ、県内の入学者のデータは答弁いただい

ておりません。これはなぜなのかというと、こ

れまで教育委員会では、最終的に学生がどこに

入学したか、進学したかについて、全員が全員

取りまとめ切れていないという状況にあったよ

うです。これは今後の課題として共有させてい

ただいていると思いますので、今年度からは

しっかりと各学生の最終進路を把握していただ

くようお願いしたいと思います。

 まとめると、今や半分以上が推薦等で大学入

学する時代となっていて、これは県立高校とし

てもしっかり対応していく必要があると思いま

す。

 そこで、県立高校における大学推薦等の入試

への対応状況と今後の取組について、教育長に

伺います。

○教育長（吉村達也君） 大学推薦入試におい

ては、進学に必要な基礎学力はもちろんのこ

と、知識、技能を活用して自ら課題を発見・解

決し、成果等を表現する力や、主体性を持ち、

協働して学ぶ態度が、面接や小論文、集団討論

等を通して評価されております。

 これらの力を育むために、県立高校では、探

究的な学びの視点による授業を各教科で行うと

ともに、進学塾や出版社等による入試分析や受

験した生徒からの報告書を基に、各大学の出題

傾向や狙い、評価基準等をまとめ、学校全体で
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共有し、生徒への指導に活用しております。

 教育委員会としましては、推薦入試における

合格率をさらに高めるため、全国の先進的な取

組も参考に、指導のさらなる充実に努めてまい

ります。

○山口俊樹議員 全国の先進的な取組も参考に

頑張りますということです。個人的には、学力

での選抜のほうがある意味で平等なのかなとい

う思いもあるんですが、時代に対応していかな

くてはいけません。宮崎に生まれたから、宮崎

の高校だから行きたい大学へ行けないというこ

とにならないように、むしろ宮崎だからいろい

ろな経験ができるんだという売りになるぐらい

の県立高校であってほしいなと思いますので、

頑張っていただきたいなと思います。

 続いて、救急車の適正利用について伺いま

す。

 季節によって救急出動の件数が増加して、救

急体制が逼迫するおそれがあるということが指

摘されております。各自治体も県民の皆さんへ

適正利用を呼びかけておりますけれども、今回

は、患者さんが病院と病院の移動の際に救急車

を利用する転院搬送について伺いたいと思いま

す。

 まず、現状を確認したいと思います。全国及

び本県における救急出動と転院搬送の状況につ

いて、危機管理統括監に伺います。

○危機管理統括監（津田君彦君） 消防庁統計

の速報値によりますと、令和６年中の全国にお

ける救急自動車による救急出動件数は771万

7,123件となっております。このうち、医療機

関に収容された者を何らかの理由により他の医

療機関に救急自動車で搬送した転院搬送件数は

58万1,685件となっており、全体の7.5％となっ

ております。

 また、本県における救急出動件数は５万6,872

件、転院搬送件数は6,907件となっており、全

体の12.1％となっております。

○山口俊樹議員 転院搬送はお医者さんの判断

がないと実施できませんので、安易な利用があ

るということはないというふうに思いますけれ

ども、事実として、全国が7.5％という割合が

あるのに対して宮崎は12.1％ということで、若

干、転院搬送が高い割合を占めているというこ

とが分かりました。市民や県民だけでなく、医

療機関の協力もいただいて、救急体制の安定に

つなげていく必要があるかと思います。

 そこで、今後の転院搬送についての対応を伺

おうと思いますが、この議会の補正予算で転院

搬送に関する事業が計上されておりまして、当

局も同じ問題意識があるのかなと思ったところ

です。改めて伺いますが、11月補正予算でも事

業を計上されているようですけれども、それも

含めて、転院搬送に対する県の取組について、

福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（小牧直裕君） 医療の必要な

患者の病院間での搬送につきましては、消防機

関の救急車と、病院の所有する救急車及び民間

の患者等搬送車が行っておりますが、国の検討

会において、通常、主に現場に急行し、救急搬

送を担う消防機関の救急車の使用割合が高いこ

とが報告されております。

 そのため、病院救急車を活用することや、地

域の実情に応じた転院搬送ルールを定めること

など、対策が求められております。

 県としましては、今議会の補正予算として病

院救急車活用促進事業を計上し、病院における

運行経費を支援することとしております。

 今後も、消防などの関係機関と連携し、患者

搬送の適切な役割分担や手段の確保を図ってま
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いります。

○山口俊樹議員 県だけではなくて、国も問題

意識を持っているよということが分かりまし

た。県では病院救急車活用促進事業というのを

予定していますということですが、この事業、

私もいろいろ聞きましたけれども、ちょっと気

になるところも実はあります。ただ、担当の常

任委員会で審査されると思いますので、ここで

はこれ以上は控えたいと思います。いずれにせ

よ、県民も医療機関も努力し合って、必要なと

きに必要な人へと届く救急体制を担保していく

ために、県がぜひ旗振り役になっていただきた

いと思います。

 今回の質問の最後の項目でございます。ＨＰ

Ｖワクチン、子宮頸がん予防ワクチンについて

でございます。

 ＨＰＶワクチン、子宮頸がん予防ワクチン

は、今年の３月までキャッチアップ接種が行わ

れていまして、県もキャッチアップ接種に向け

てＰＲを頑張っておりました。

 ただ、そのキャッチアップが終わった今年度

は、ＰＲを含めて予算的にも寂しい状況になっ

ていると認識しています。接種するかどうか、

これは最終的に当事者の判断ですけれども、命

と健康を守れる可能性があるという情報をしっ

かりと発信し続けることは大事だろうと。ま

た、自治体によって取組状況にだんだんと差が

出てきているという話も聞いていまして、そう

した差を少しでも埋める役割を私は県に担って

ほしいなと思っています。

 そこでまず、接種の状況についてお伺いしま

す。ＨＰＶワクチンの昨年度の実績と今年度の

最新の状況、そしてその状況に対する認識を、

福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（小牧直裕君） 本県で令和６

年度に子宮頸がん予防ワクチンの初回接種を終

了された方は6,284人、接種率は20.8％と、全

国１位の接種率となっております。

 令和７年度は、速報値となりますが、８月末

時点で初回接種を終了された方は1,130人と、

前年同期と比べますと約４割弱となっておりま

す。

 県ではこれまでも、対象者が安心して接種す

ることができるよう、有効性、安全性に関する

情報の周知や、接種後の症状に対応する医療体

制の整備などに取り組んできたところですが、

今後も実施主体である市町村と連携して、さら

なる接種の推進が必要であると考えておりま

す。

○山口俊樹議員 昨年度の初回接種率は全国１

位だったということで、関係者の努力と県民の

皆さんの積極的な行動の結果なんだろうという

ふうに思います。

 もともと宮崎県は、子宮頸がんの罹患率が全

国ワースト、全国で一番高かったと記憶してお

りますので、そうした県で着実にワクチン接種

が進んだというのは、将来にとって大事なこと

なんだろうと思います。

 一方で、広報を目にすることが少なくなった

り、昨年度のうちに初回接種を終えたという人

も多かった影響もあってか、今年度の接種数は

前年度比４割と大きく減っております。この状

況を受けて、県としてどうしていくかというの

を聞きたいところですけれども、実は県にはＨ

ＰＶワクチン接種に対する目標とか指標はござ

いません。これがないということは、数に対す

る判断ができない、予算をつけるにしても根拠

がない、なかなかお金をかけてやりましょうと

ならないんじゃないかなと危惧しています。

 なお、宮崎市では、ＷＨＯベースだと思いま
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すけれども、中学３年生の初回接種率90％とい

う目標を出していますし、男子への接種助成も

始めるなど、かなり先進的かつ積極的に事業を

行っています。

 各自治体の様子を見ていると、ＨＰＶワクチ

ン接種に力を入れていくのかどうかは、結局

トップの問題意識と決断ということがよく分か

ります。県も積極的な市町村をしっかりと支援

していくために、目標とかを定めて、県として

方針をしっかり示した上で、予算的な支援もし

ていくべきだと私は思いますし、知事にはそう

したリーダーシップを発揮していただきたいな

と思います。

 そこで、本日最後の質問として伺います。Ｈ

ＰＶワクチンの定期接種促進について、県とし

て目標等を定める考えはないか、知事に伺いま

す。

○知事（河野俊嗣君） 子宮頸がんは、ワクチ

ンの接種により、高い予防効果が期待できます

ことから、子宮頸がんワクチンの接種率向上

は、女性の健康、ひいては次世代を担う若者た

ちの未来を守る上で、極めて重要な取組である

と認識しております。

 一方、国では、接種率等の目標は設定されて

おらず、県でも同様の取扱いとしているところ

であります。

 県では、接種機会の拡大に向け、居住地以外

の医療機関でも円滑な接種を可能とするなど、

接種環境の整備を推進するとともに、積極的勧

奨が再開されました令和４年度以降、接種対象

者や保護者の方々に、正確な情報に基づき接種

を検討・判断していただけるよう、動画やリー

フレットなどによる情報提供を行ってまいりま

した。

 今後も、こうした取組を継続してまいります

とともに、実施主体である市町村を積極的に支

援してまいります。

○山口俊樹議員 国が定めておりませんので、

県も同様の取扱いとしておりますと、ただ、市

町村は積極的に支援しますということでござい

ました。正直、国が定めていないので県も同様

の取扱いというのは、何をおっしゃっているん

だろうなと私は思っていまして、宮崎県として

どうするかというのは、国が決めるものじゃな

くて県が決めるので、ぜひ県としてもしっかり

方針を出すということを考えていただきたいな

というふうに思います。

ただ、積極的に支援しますという答弁はいた

だきましたので、きちんと県から予算という形

で示していただきたいと思います。よろしくお

願いします。

 今回も様々な質問をさせていただきました。

前向きな答弁を多くいただいて、質問で県政を

一歩でも動かしていくことができたのかなとい

うふうに思うところです。

 これまで仕事をしてきまして、県は決断した

ら物すごく速いスピードで動いてくださるなと

思うんですが、決断するまでちょっとやきもき

することが多いなとも感じるところがありま

す。多くの場合、最終的に決断できる、行うの

は知事だというふうに思いますので、今後もス

ピード感ある県政の推進のために、知事の決断

力に期待いたしまして、私も決断を後押しする

ような質問ができるように尽力するということ

を改めて決意して、全てを終わりたいと思いま

す。

 少々早口で終わってしまいましたけれども、

時間がちょっと余りましたが、以上で質問の全

てを終わります。ありがとうございました。

（拍手）
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○日髙陽一副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

 明日の本会議は、午前10時から、本日に引き

続き一般質問であります。

 本日はこれで散会いたします。

   午後１時54分散会
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